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議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

開 議 午前１０時０２分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ７番 袴 田 信 男 議員 

 

 ８番 沼 端   務 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

 

 

 

事務局長 

（袴田光雄君） 

 

 おはようございます。 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 

ご着席ください。 

ここで少々お時間をいただきたいと思います。 

昨日の９番、吉村議員に対する一般質問の答弁について教育長

から一部訂正したい旨の申し入れがありましたので、訂正願いま

す。 

  

 佐々木議長 教育長。 

 

 教育長 

（福津康隆君） 

昨日、第５席、９番、吉村敏文議員の一般質問、質問事項３、

学校給食方法についての②給食費の収納方式はどのような方式

で行うのかという答弁の中で百石地区、下田地区という答弁を行

いましたが、正式には旧百石地区、旧下田地区になります。この

場をおかりしまして訂正をさせていただきます。 

なお、今後このようなことが起こらないよう十分注意する所存

でございます。大変申しわけありませんでした。 

以上です。 

 

会議成立 

開会宣告 

佐々木議長 おはようございます。 

ただいまの出席議員数は１６人です。定足数に達しております
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ので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

  （開会時刻 午前１０時０２分） 

 

議事日程報告 佐々木議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  日程第１、議案第４２号、おいらせ町特別職の職員の給料等に

関する条例及びおいらせ町教育委員会教育長の給与及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例についての撤回の件を

議題といたします。 

９月４日、町長から提出された議案第４２号について、お手元

に配付している撤回請求書のとおり撤回したいとの申し出があ

りました。 

町長から撤回理由の説明を求めます。 

演壇にてお願いします。 

町長。 

 

撤回理由の 

説明 

町長 

（三村正太郎君） 

本定例会に提案いたしました議案第４２号、おいらせ町特別職

の職員の給料等に関する条例及びおいらせ町教育委員会教育長

の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例につ

いての撤回についてご説明申し上げます。 

本案については９月４日開会の本定例会に条例の一部改正を

提案したところでありますが、議員全員協議会におけるご意見等

を踏まえ、総合的な観点から熟慮し、時期尚早と判断いたしまし

たので、本定例会への提案を撤回するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 以上で撤回理由の説明が終わりました。 

この際質疑を受けます。質疑ございませんか。 

１５番、馬場正治君。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

本議案の撤回の理由については理解いたしましたけれども、８

月２６日に議員全員協議会が開催されまして、条例の修正案につ

いての説明がなされた際にさまざまな意見が議員から出されて

おりますけれども、今月４日に本会議開会するまでの間に撤回を

申し出なかったのは、どのような理由なのかをお聞かせいただき
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たいと思います。 

十分時間的な余裕はあったはずですけれども、４日の本会議で

上程し、議案上程の提案理由まで説明された後に取り下げたとい

うことは急遽ということになりますけれども、このような例は過

去にそう多くないと思われます。議案が議員に配付されてから本

会議までの間に撤回された例は多いわけですけれども、稀な例で

あると思いますので、なぜ上程後に撤回することになったのか、

その具体的な納得できる理由をお聞きしたいと思います。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

この件について２６日に全協をお願いをして皆さん方のご意

見をいただきました。４日には上程をさせていただいたわけであ

りますけれども、この期間やはりいろいろな意見を踏まえての熟

慮する時間、これがかかったということでご理解をいただきたい

と思います。早急に撤回したというのではなくて、その期間によ

く考えた上での総合的に判断をし、ここに書いてあるとおりの理

由であるとご理解をいただきたいと思います。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

私たちがふだん会議を開くのにマニュアルとしておりますこ

の議員必携、この１１０ページには一たん提案された議案の撤

回・修正については地方自治法には定めがないというふうに記載

してございます。ただし、標規第２０条に会議の議題となった事

件を撤回し、または訂正しようとするとき云々は議会の許可を得

なければならないとされていると。上程されて提案されたものは

既に町長の手元にはないわけです。既に議会預かりになっており

ますので、議会の許可が必要ということでございますけれども、

議案について最終的に可決・否決を決定するのは議会でありま

す。 

したがって、撤回または訂正の申し出があったとき、その申し

出の理由が根拠薄弱であったり町村長の提案したもので否決ま
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たは修正が予想されるため、急遽撤回または訂正を申し出たよう

な事例の場合は、議会として十分検討して自主性のある判断を下

すべきであるとされていますので、議会としても慎重に議論の

上、許可するかどうかを決めなければならないというふうに思い

ますので、議長にはよろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議案となっています議案第４２号、おいらせ町特別職

の職員の給料等に関する条例及びおいらせ町教育委員会教育長

の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例につ

いての撤回の件について、許可することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本件は許可することに決定しました。 

撤回承認により日程第９は欠番となります。 

日程第２、報告第１３号、平成２５年度おいらせ町健全化判断

比率及び資金不足比率についてを審議する前に監査委員により

提出されております意見書について質疑を受けます。 

質疑ございませんか。 

３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

審査意見書の全般ですか、ページで示していただければと思い

ます。 

 

 佐々木議長 １９ページから２１ページです。 

 

 ３番 

（平野敏彦君） 

了解しました。私は全般にわたっての質疑かと思いましたの

で。１９ページからですとありません。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 佐々木議長 なしと認め、質疑を終わります。 

これより議事に入ります。 

日程第２、報告第１３号、平成２５年度おいらせ町健全化判断

比率及び資金不足比率についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

それでは、報告第１３号についてご説明申し上げます。議案書

の１ページをごらんください。 

本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により報告するものであります。 

２ページをごらんください。 

初めに健全化判断比率でありますが、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率ともにすべての会計の決算が黒字であったことによ

り数値の計上はありませんでした。また、実質公債費比率は１３．

７％、将来負担比率は５９．２％で、ともに国の定めた早期健全

化基準の比率を下回っております。 

次に資金不足比率でありますが、公営企業に係るいずれの特別

会計におきましても資金不足はなく、数値の計上はありませんで

した。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

この際質疑を行います。質疑ございませんか。 

３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

この数値から見ますと非常に黒字で成績がいいというふうな

評価ができますけれども、例えばこの実質公債費比率は国の定め

た２５％を大きく下回って１３．７％であります。ということは、

それだけ償還する金額が低いというふうなことで理解をするわ

けですが、さらにそれを裏返せば、それだけ投資的経費、そうい

うふうなものの事業を起こしていないというふうな、やっていな

いんじゃないかと。本来、国が２５％以内であればいいですよと

いうふうな基準があるわけですから、私はもっと、このパーセン

トというのは上がってもいいんじゃないかと。適正な数値まで引
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き上げるぐらい投資的経費に充当して町民サービスを徹底すべ

きだと私は思いますが、この辺の考え方についてお聞かせをいた

だきたいと思います。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

必要な事業をやっていないということであれば問題かと思い

ますけれども、やるべき事業をやって借金も少なくて健全な財政

ということはいいことだと思っております。 

以上であります。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

確かに課長の言うのも理解できますけれども、ただ、議会で議

論しているいろいろな、例えば除雪に対応する形式的な部分も予

算的に計上しないで急遽補正で対応したり、それから借り入れが

伴う事業でも要望があるものを先送りしているというふうなこ

とも私は懸念するわけです。やはり会計は年度予算ですから、そ

の中で適正に執行して行くというふうな基本的な考え方を持っ

て、やはり財政運営をすべきで、ただただ使わないで、その金を

黒字にすればいいというふうな財政運営の考え方というのは私

はちょっと自分の考えと違うなというふうな思いがありますの

で、この辺をもっといろいろな意味で議会の要請、そういうふう

な質問があったものに対しても柔軟に対応できるような財政運

営を希望して終わります。 

 

 佐々木議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

ただいまのご質問でありますけれども、私と平野議員とは大体

同じ考えでございます。要望があったのをカット、カットで財政

が豊かになったという、これはちょっと当たらないし、行き過ぎ

てもだめ、バランスが大事ですので、そういったことでは適正な

公債比率で確保しながらもサービスは十分こたえていきたいと

思って投資もいたします。私は公約には積極的な、健全財政を確
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保しつつ積極財政の投資ということをうたっておりますので、平

野さんとは同じであります。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

４番、 山忠議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

今の町長のお答えの中で聞きたいんですけれども、バランスと

いうことで大体何パーセントぐらいを考えていますか。それを教

えていただけますか。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

国で定める基準というのがありますから、そういったものの範

囲内においては適正であると私は考えておりますから、必要以上

になると大変ですけれども、やはりそれなりの範囲内であれば、

それこそ住民の要望にこたえるということは必要ではないでし

ょうか。私はそのように考えておりますので。だからバランスと

いう言葉はちょっとあれですけれども、健全財政を確保しながら

いくんだということをバランスだと思っていただければ理解で

きるのではないかと思います。 

 

 佐々木議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

前回の回答の中で１８％ぐらいというふうなのが話にあった

んですけれども、そこら辺で考えていてよろしいんですかね。 

 

 佐々木議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

大体そのぐらいがベターなところではないかと私そのものは

考えております。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 
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以上で報告第１３号を終わります。 

 

 佐々木議長 日程第３、報告第１４号、平成２５年度おいらせ町一般会計継

続費精算報告についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

それでは、報告第１４号についてご説明申し上げます。 

議案書の３ページ、４ページをごらんください。 

本件は、平成２４年度から平成２５年度にかけて実施いたしま

した町勢要覧作成事業の終了に伴い、地方自治法施行令第１４５

条第２項の規定により継続費の精算報告をするものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

この際質疑を受けます。質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

以上で報告第１４号を終わります。 

 

 佐々木議長 日程第４、報告第１５号、平成２５年度青森県新産業都市建設

事業団特定事業及び特定事業以外の事業の決算報告についてを

議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

それでは報告第１５号についてご説明申し上げます。議案書の

５ページをごらんください。 

本件は、当該事業団から平成２５年度決算について報告があり

ましたので、地方自治法の一部を改正する法律附則第３条による

改正前の地方自治法第３１２条第３項の規定に基づき報告する

ものであります。 

当町にかかわる百石住宅用地造成事業の概要を申し上げ、他の

事業についてはご参照いただくことで説明を省略させていただ

きます。 
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それでは別冊資料１、平成２５年度青森県新産業都市建設事業

団特定事業決算の１７ページをごらんください。 

百石住宅用地造成事業損益計算書の１、営業収益の用地売却収

益は２件分で１，７２３万９，５９６円。 

２の営業費用は用地買収原価等で１，２１９万２，１６１円で

営業利益は５０４万７，４３５円となりました。 

３、営業外収益は町からの補助金及び百石工業用地造成事業剰

余金等で７億４，３３５万６，７０７円で、４、営業外費用は１

９万６，５０７円となりました。 

これらにより当年度純利益は７億４，８２０万７，６３５円と

なり、前年度までの繰越欠損金に当年度利益を加えた当年度未処

理欠損金は５億４６万７，５１１円となり、翌年度へ繰り越しさ

れております。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

この際質疑を受けます。質疑ございませんか。 

４番、 山忠議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

関連質問をしたいと思いますけれども。というのは、洋光台の

団地の軟弱地盤のところにソーラーシステムを入れるというふ

うなことの、それが全協で話し合われて、その方向に進むんだと

いうことになっていたと思うわけです。それがどういうふうにな

っていますか。それをお聞かせ願えますか。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

お答えいたします。 

ソーラー太陽パネルの件については、現在、工事費が予想以上

にかかるということで進んでおりません。 

ただ、すっかりやめたのかといいますと、まだ可能性は残って

いるということで、現在はそれらを考慮してどうするかというこ

とで考えている最中だということであります。 

以上で終わります。 
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 佐々木議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

あのときに話したときには８月ごろには大体結果が出てくる

だろうというふうな話だったので、この間８月に行ってみまし

た。そしたら、そのままの更地のままでしたので、やはりそうい

うふうなことについては報告するものは報告すべきじゃないで

しょうか。今後ともその報告を怠らないようによろしくお願いい

たします。 

 

 佐々木議長 ほかにありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

以上で報告第１５号を終わります。 

 

 佐々木議長 日程第５、議案第３８号、おいらせ町行政経営推進委員会条例

の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（澤上 訓君） 

それでは議案第３８号についてご説明申し上げます。 

議案書の６ページから８ページとなります。 

本案は、行政サービスの質の向上と効率的かつ効果的な行政経

営の推進を目指し、新たに行政改革懇談会にかわる行政経営推進

委員会を町の附属機関として設置するために地方自治法第１３

８条の４第３項の規定に基づき提案するものであります。 

なお、行政経営推進委員会の設置により、これまで外部委員で

構成する組織として設置していた行政改革懇談会は廃止するも

のであります。また本条例の制定に伴い、特別職の職員で非常勤

の者の報酬及び費用弁償額に関する条例について行政改革懇談

会委員から行政経営推進委員会委員へ名称を変更する必要があ

ることから、附則において、この条例の一部の改正を行うことと

しております。本条例の施行期日は公布の日とするものでありま

す。 

以上で説明を終わります。 
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 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

それでは何点か質問いたします。 

まず第２条の所掌事項ですが、「委員会の必要な事項の調査、

検討」とありますけれども、必要な事項とは主なものを説明いた

だきたいと思います。 

それから委員会の組織のところで委員会は１２人以内という

ふうなことですが、「町内各種団体の推薦を受けた者」というふ

うに（３）にありますけれども、町内各種団体の推薦を受けた者

というのは、町内各種団体に推薦をしてくださいというふうな働

きかけをして受けた者になるのか、この辺の選考の方法を説明い

ただきたいと思います。 

それから８ページですが、８ページの３「委員長は必要と認め

たとき委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明を求めるこ

とができる」とありますが、委員以外の者とは、どういうふうな

方なのか、この３点説明いただきます。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

それでは、平野議員にお答え申し上げます。 

まず第２点目の第３条の「町内各種団体の推薦を受けた者」と

いうことですが、議員おっしゃるとおり団体から推薦をしていた

だくということでお願いすることになります。 

それから第３点の「委員以外の者を委員会の会議に出席させ、

説明を求めることができる」ということですけれども、行政経営

について調査検討を行うことになりますので、より詳細な説明が

必要な場合などに職員から出席していただくというふうなこと

を想定しております。 

それから第１点の必要な事項の調査検討なんですが、今ここで

例としては、ちょっとまだ、こちらのほうでは、どういう内容の

ものになるのかは、ちょっとまだこちらで今、回答するようなも
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のはございません。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

私が質問しているのは、各町内各種団体の推薦を受けた者とい

うのは団体から推薦は受けますけれども、どの団体にどういうふ

うな働きかけをして推薦を要請するのか、それを聞いているわけ

ですよ。町内各種団体といいますと、例えば文化団体、スポーツ

団体いっぱいあるわけで、監査委員が法令外負担金の部分で監査

するのは２００も団体があるというふうなことを聞いています

けれども、じゃあ、その２００の団体に推薦依頼をするのか、町

がですよ。委員会、１回目はそういうふうな形で対応することに

なると思いますけれども、そういうふうな形で、どの団体に要請

するというふうなのが決まっているのか、それを聞いているわけ

です。 

それから、この必要な事項というのは前の行革から名前が変わ

る、そして組織が変わるわけで、前の行革の部分では、どういう

ふうなことを審議し、検討したかというふうな部分はあると思い

ますよ、私は。今これから構成が変わったりなんかすることは理

解できますけれども、行政改革懇談会が前にあって、それが今度、

行政経営推進委員会に変わるわけですから、少なくとも行政改革

懇談会でいろいろな調査検討した部分があると思いますよ。やは

りそれは変わらないんじゃないですか。この辺もう一回確認させ

ていただきます。 

 

 佐々木議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

行政経営推進委員会ですけれども、これはこれから立ち上げて

２７年度に委員会を開催していくということになっております

ので、まだ具体的な内容については、これからということになっ

ております。 

それから行革の検証というんですか、検証についても、この推

進委員会において今後、検証をしていくということになっており

ます。 

以上です。 
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団体につきましては、それも今これから検討していくというこ

とになっていきます。 

 

 佐々木委員長 ３番。 

 

 ３番 

（平野敏彦君） 

最後になりますが、やはりこういうふうに条例の制定ですか

ら、いろいろな意味で幅広く、対議会に対応するものをもって提

案してほしいなと私は思いますよ。どうも私が聞いているのと、

私の質問している意図がよく理解されていないなと思いますの

で。 

終わります。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第３８号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第６、議案第３９号、おいらせ町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（小向仁生君） 

それでは議案第３９号、おいらせ町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定につ

いてご説明申し上げます。９ページになります。 

本条例は、子ども・子育て支援法第３４条第２項及び第４６条
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第２項の規定により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準について条例で定める必要があることか

ら提案するものであります。 

なお、本日議長のお許しを得まして、本来であれば新設の条例

は１条ごとに詳しく説明すべきところですが、条数が多いことか

ら、先般、事前にお配りいたしました別紙説明資料に基づいた説

明に変えさせていただきたいと思います。Ａ４とＡ３判の綴った

やつでありますけれども。 

それでは説明いたします。 

先般行われました議員全員協議会で制度の経緯と背景をご説

明しておりますので、その部分については割愛させていただきま

す。 

それでは、ご説明申し上げます。 

議案第３９号から議案第４１号関係、子ども・子育て関連３法

による町条例制定の提案理由、説明資料をごらんいただきたいと

思います。 

まず条例の内容を説明する前に、現在の当町における幼稚園、

保育所、放課後児童健全育成事業の現況を申し上げたいと思いま

す。Ａ４の用紙のほうになります。 

子ども・子育て関連３法による町条例制定の提案理由、説明資

料。 

１）ですが、幼稚園・保育所（園）・放課後児童健全育成事業

の現況といたしましては、現在、認定こども園１施設、これは幼

稚園型です。幼稚園が１施設、保育所（園）が１３施設、放課後

子供プラン推進事業がございます。 

まず認定こども園ですが、入所要件は３歳から５歳の児童、幼

稚園になります。それから、それと認定こども園でございますの

で、ゼロ歳から２歳の児童、これが保育園として併設でもって運

営されているということになります。 

それから、次の保育料は施設が設定をいたします。 

財政措置といたしましては、施設に対して県が４分の３、町が

４分の１の割合で運営費を負担しております。 

保育料の徴収事務は施設が実施をしております。 

入所受付は施設が実施しております。米印で例を挙げておりま

すけれども、幼稚園が空き教室を利用して保育を行うことがで
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き、３歳の兄が幼稚園、２歳以下の弟が保育園と同じ施設に入る

ことができる、これがメリットであります。 

次に幼稚園ですが、入所要件は３歳から５歳の児童になりま

す。 

保育料は施設が設定いたしております。 

財政措置は園に対して県が運営費負担、これについては私立大

学等と同じように私学助成金として財政措置がされております。 

保育料の徴収義務は施設が実施しております。 

入所の受け付けは同じく施設が実施しております。 

次に保育園ですが、入所要件は家庭での保育ができない小学校

就学前の児童が入所要件となります。 

保育料は裏面に記載してある保育料が現在の保育料となりま

す。 

戻っていただいて、財政措置に関しては、諸園に対して国が４

分の２、県が４分の１、町が４分の１の割合で運営費を負担して

おります。 

保育料の徴収事務は町が実施しております。 

入所の受け付けも同じく町が実施をしております。 

放課後子供プラン推進事業ですが、①として放課後子供教室が

ございます。これは直営で２施設がございます。 

②として放課後児童クラブが直営で５施設、委託で２施設ござ

います。 

入所要件は、①は１年生から６年生まで、②のほうは１年生か

ら３年生までとなっております。 

保育料は①、②ともに原則なしであります。ただし、おやつ代

を徴収する施設もあるやに聞いております。 

財政措置は施設に対して国が３分の１、県が３分の１、町が３

分の１の割合で運営費を負担しております。 

保育料の徴収義務は、１、２ともに施設が徴収することになっ

ております。 

入所受付は、①のほうは教室または町が実施、②は施設が実施

ということになっております。 

裏面にまいります。 

参考といたしまして、先ほど申しました現在の当町の保育料を

掲載しております。上の表が右が国の基準保育料の額で左が当町
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の保育料の額です。左端にＡからＤの６までの区分があります

が、Ｃ１及びＤ１から６とある行をごらんいただき、町と国を比

較すると町の保育料が低くなっております。その分町の政策とし

て安くしているということであります。 

なお、兄弟が２人以上入所する場合は、２人目が２分の１、３

人目以降がゼロ円となります。また下の表は第３子以降が入所す

る場合の保育料減額をあらわしております。 

以上のことを踏まえて、では、新制度ではどのように変わって

いくかをご説明申し上げます。 

２）議案の内容、概要というＡ３判の資料をごらんいただきた

いと思います。 

左に議案第３９号を、真ん中に議案第４０号を、右に議案第４

１号を記載しております。ただいまは議案第３９号ですので、左

をごらんいただきたいと思います。 

当該条例は５２条からなっております。第１条の趣旨から５２

条の特定利用地域型保育の基準までを定めております。 

なお、議案書では９ページから４１ページとなります。 

まず、新制度の概要であります。第１章であります。第１条か

ら第３条に対応しております。 

小学校就学前の子供が幼稚園や保育所等の教育・保育施設を利

用した際に、施設や事業者に対して市町村から給付費が支払われ

ることになります。施設等がこの給付費の支払い対象となるため

には、一定の運営基準等を満たしているかどうかについて市町村

の確認を受けることが必要になります。 

すみません、ここで米印を入れておりますけれども、その米印

というのは記載しておりません。落ちておりました。大変失礼い

たしました。この米印は確認ということで補助金の支給対象施設

であるかどうかを調べる、確認という行為が市町村で発生すると

いうことであります。 

その基準等について市町村が条例等で定めることとされてい

ることから、当町におきましても必要となる基準を条例により定

めるものであります。 

なお、給付費の支払い対象として町の確認を受けたものを、１、

特定教育・保育施設、２、特定地域型保育事業と言います。 

１の特定教育・保育施設は、幼稚園、保育所（園）、認定こど
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も園、認定こども園は幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁

量型に分けられます。 

次に②特定地域型保育事業ですが、家庭的保育事業、小規模保

育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、この４つに分

けられます。 

下の表にまいります。 

運営基準の内容ですが、第２章と第３章になります。第４条か

ら５２条に対応しております。 

現在、町の実情に国の基準と異なる内容を定める特別な事業や

特性がないことから国の基準の内容を当町の基準といたします。 

第２章①においては特定教育・保育施設の運営に関する基準を

定めております。 

第３章においては②の特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定めております。 

なお、附則として施行期日を子ども・子育て支援法の施行の日

と定めております。また子ども・子育て支援法に定めてある私立

認可保育所に関する特例、利用定員に関する特例と施設型給付費

等に関する経過措置、連携施設に関する経過措置を合わせて定め

ております。 

次に、裏面にまいります。上の表が議案第３９号、下の表の上

のほうが議案第４０号、一番下が議案第４１号となっておりま

す。 

まず上の表であります。左から施設の区分、現行制度存続の有

無、新制度の選択、新給付制度の移行、これは財政措置になりま

す。 

次に、保護者からの徴収事務、入所受付事務、それから保育料、

新制度の入所対象児童という順でご説明を申し上げます。 

まず先ほど言いました①の特定教育・保育施設は定員が２０名

以上となっております。その中には幼稚園、保育所、認定こども

園が現在ありますので、それらがどのように変わっていくかとい

いますと、新制度の選択といたしまして、１つはねて新制度の選

択を見ていただきたいと思います。 

幼稚園は①として幼稚園として運営していきます。新制度のも

とで幼稚園として運営していきます。また②として認定こども園

として運営をしていきます。③として現行のままで学校教育法の
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もとで運営をしていきます。 

次に保育所は、④ですが、保育所として運営してまいります。

⑤として認定こども園として運営してまいります。 

次に現在行われている認定こども園は、⑥として幼保連携型と

して運営してまいります。次に②とありますけれども、これは間

違いではなくて先ほど言いました幼稚園のほうの２がそのまま

こちらにも移行されてくるというふうなことであります。②幼稚

園型として運営されます。次に⑤として保育所は保育所（園）型

として運営されます。最後に、７つ目として地方裁量型として運

営されてまいります。 

ここでおわかりのとおり、現行制度そのものは廃止されて新し

い制度にすべてが移行されるというふうなことでご理解いただ

きたいと思います。ただ、学校教育法のもとでの幼稚園運営だけ

はそのまま存続されるということであります。 

次に、真ん中の新給付制度の移行、財政措置でありますが、現

在から新制度に移行すると、このようになりますということで、

現在は幼稚園でいいますと①が私学助成、これは県が直接です

が、施設型給付になりまして町が給付することになります。また

幼稚園の②に関しては私学助成から施設型給付に変わっていき

ます。 

というふうなことで、このようにすべてが県から行われていた

のが町に、町からのものはそのまま町がというふうなことで引き

続いてまいります。 

ここで④の保育所（園）の運営ですけれども、新制度になりま

しても運営費は同じく町から施設型給付として支給されていく

ということになります。 

次に、保護者からの徴収事務ですが、幼稚園の①から３番まで

は事業所が保護者から直接徴収いたします。保育所につきまして

は、４番目の保育所として運営する場合は町がそのまま徴収して

まいります。ただ、次の⑤の認定こども園として運営する場合は、

事業所が保護者から徴収する形になります。認定こども園につい

ては、すべて事業者が保護者から直接徴収という形になります。 

入所の受け付けの事務ですが、幼稚園は施設が行います。保育

所は保育所として運営する場合は町が受け付けを行います。ただ

し、認定こども園として運営する場合は施設が行います。認定こ
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ども園につきましては、施設が入所の受け付けを行います。 

保育料につきましては、現行と同じく国の定めた基準を上限と

して金額を設定したいというふうに考えております。ただ、ここ

ではまだ、この条例ではその数字までは出ておりません。これは

国の基準を上限として町が規則もしくは要綱等で定めていきた

いということになります。 

次に、最後になりますが、新制度の入所対象児童ですが、幼稚

園の①は現行どおり、②の認定こども園として運営する場合は、

新たにゼロ歳児から２歳児の入所が可能、それから３番目の学校

教育法のもとでの運営は現行どおり、保育所に関しては保育所と

して運営する場合は現行どおりとなります。それから保育所の認

定こども園として運営する場合は、新たに３歳児から５歳児の入

所ができなかった児童の入所が可能になるということになりま

す。それで認定こども園に関しては現行どおりということになり

ます。 

次に、特定地域型保育事業、これは先ほどは定員が２０名以上

と申しました。今回のこの特定地域型保育事業は定員が１９名未

満になります。１９人以下です、失礼しました。以下になります。

１９人も入ります。これについては、第３７条から第５２条、下

の表で次の議案第４０号で説明をしてまいります。 

共通事項といたしましては、設置認可事務は従来と変わらず県

が行います。設置の認可事務は県が行います。ただし、特定地域

型保育事業は町が行うこととなります。 

新たに設けられた確認事務は町が行います。ただし、現行のま

ま学校教育法のもとで運営する幼稚園については従来どおり県

が行うことになります。 

３つ目として施設型給付の対象となる子供は１号認定、２号認

定、３号認定というふうに区分されます。 

最後に条例でうたわれておりません、国の基準保育料の額、先

ほどもちょっと触れましたけれども、上限が定められておりま

す。それに伴う町の保育料の額は、まだ決まっておりません。規

則もしくは先ほど言いました要綱で定めたいと考えております。 

なお、その際に考慮すべきことは、保育料等の値上げにならな

いようにすること、条例が適用となる認定こども園、幼稚園、保

育所（園）が現行の運営、経営状態から著しく悪化しないよう町
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として、できる限りのお手伝いをしていかなければならないとい

うふうに考えております。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

１２番、柏﨑利信議員。 

 

質疑 １２番 

（柏﨑利信君） 

この綴りの（２）のところでもって認定こども園の⑦のところ

で地方裁量型というふうなことが記載されておりますけれども、

今までなかなか目にする機会もなかったものですから、多分当町

においては、これは何ら関係のないような、そういう新制度であ

ろうかと思いますけれども、どのような状況であれば地方裁量型

というものが可能なものなのか、ちょっと知識として知っておか

なければいけないと思いまして、今お聞きした次第でございま

す。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

地方裁量型というのは、その地域独自のものでありまして、例

えば子供が少なくなって、もう幼稚園、保育園が存続できないよ

うな状況にあるところに関しての、その町独自の裁量というふう

なことで認めるというふうなこと、それらがその地方裁量型とい

うふうなことになっていくものと思っております。 

 

 佐々木議長 １２番。 

 

質疑 １２番 

（柏﨑利信君） 

あまり心配はないような気が、当面はないような気がしますけ

れども、逆に大幅にふえたとか、子供の数が。そういった場合は

どうなりますでしょうか。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

子供がふえるということは大変いいことだというふうに思っ

ております。それで、その保育事業が追いつかないという状況に
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なるようであれば、現行の町全体を挙げての定員数をさらにふや

すようなことをしなきゃいけないのかなというふうに考えてお

ります。ですから、そういうふうな希望する事業所があらわれる

のであれば、そういう状況を踏まえての検討をしていかなきゃい

けないというふうに考えております。 

 

 佐々木議長 １番、髙坂隆雄議員。 

 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

最後のほうの２）の中で保育料についてご説明がありました。

現行と同じく国の定めた基準を上限として金額を設定すると。今

後の課題のようでありますが、課長の説明によりますと、現行の

保育料を上回らないような設定をしたいということでした。 

そこでお尋ねしたいんですが、これは２ページ目と読めばいい

のか、保育料の徴収額表というのがあります。ＡからＤ６まであ

りまして、国の基準が右側、町の保育料が中程にありまして、国

の基準を上限としながら同額であるのがＢとＣ２ということに

なりまして、Ｃ１、それからＤ１からＤ６までが国の基準より下

回っているのが多いというか、全部かもしれません。 

特に私がお尋ねしたいのは、所得税額のある世帯というのは、

逆に言いますと町民税非課税世帯というのがありますので、これ

はＢのクラス、区分でありますが、こちらは母子・障害世帯がゼ

ロ円、国もゼロ円、町もゼロ円、その上が３歳未満９，０００円、

６，０００円と、こうあるんですけれども、所得税額のある世帯

は当然所得があるから税額がそれなりに納入されるということ

の区分であるんですけれども、国の基準は最高額で３歳未満が１

０万４，０００円、３歳以上が１０万１，０００円に対して町は

かなり少ないんですけれども、それはそれで町が決めたことであ

りますので。 

私がお尋ねしたいのが、このＤの１から６までの対象となって

いる世帯数というのか、人数というのか、わかればお知らせをい

ただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 大変申しわけございません。そこまでの区分で分けた人数は、
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（小向仁生君） 今のところ手持ち資料としては持ってきておりませんので、後ほ

ど必要であればお渡ししたいというふうに思います。 

 

 佐々木議長 １番。 

 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

持ち合わせていないのであれば、それはそれでいいので、今後

の参考資料となりますから、ぜひこの区分ごとの対象となる人数

をお知らせください。よろしくお願いします。 

 

 佐々木議長 ３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

それでは、説明資料について説明をいただきましたけれども、

確認をしながら質問をさせていただきます。 

２）の議案の内容のところの議案第３９号のところで、この説

明資料によりますと施設区分の定員２０名以上では幼稚園が１、

保育所（園）が１３、認定こども園が１というふうなことで確認

して最初の説明資料と比較して、これで理解していいかどうかと

いうことと、それから、新制度になりますと、こういうふうな現

行の部分が現行制度の存続からいきますと、すべてが新制度にな

って変わってくるわけですから、そういうふうなのは、例えば法

人の保育園ですと法人の保育園として、その方を決定して町のほ

うに届け出をするのか、新制度へ移行する手続というふうなもの

がどういうふうな形になるのか、まずそれが第１点。 

それから徴収事務のところですけれども、これを見ますと、町

が徴収してあったものが今度は事業所が徴収するのが多くなっ

てくるなというふうな理解をしました。 

例えば、これまで保育料の部分については町の決算を見ますと

未納があります。今度施設が徴収するとなったときに、この未納

者の扱いはどうなるのか、これをお知らせをいただきたいと思い

ます。 

これによって今度どういうふうな、未納した者に対する退園を

させるとか、そういうふうなのがあるのか、これが３点目。 

あと私も町内会の法人のほうでやっていますから非常にこの

部分については気になりますけれども、なかなか今１回で理解を

しようと思っても大変だなというふうな思いでやっています。で
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すから幼稚園、保育所、認定こども園、この３パターンの中で認

定こども園というのが保育所、それから認定こども園の中には幼

保連携幼稚園型保育所とあるんですけれども、この辺の関係とい

うのはどうなのか、現行の保育園で認定こども園として運営する

ことによって３歳から５歳児の入所できなかった児童の入所が

可能とありますけれども、これは定員のほかに入所できなかった

児童の入所をさせてもいいというふうな理解なのか、この点につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

まず１点目です。現在の選定の状況だと思います。 

先ほど資料の表紙でもって言ったのは、現在のそれぞれの園、

幼稚園がとっている内容でありますけれども、それが新制度に移

行しまして、どれくらい変わっていくのかということなんです

が、現在のところの意向調査、ちょっとお待ちください、意向調

査なんですが、７月の時点で確認している限りでは新制度になり

まして保育所でいくというのが３施設、認定こども園に移行して

保育所型でいくというのが５施設、それから幼稚園型でいくとい

うのが１施設、まだ未定というのが４施設、これが現在の状況で

あります。 

それから法人に移行する手続、それから新制度に移行する手続

というふうなことなんですけれども、最初にあるのが県への認可

の事務が最初になります。県に対して、施設はこういうふうな形

のものでいきたいと、そのためのハード的な施設の部分をこのよ

うに整えましたというのがまず前提になります。 

それを受けまして町が今度、確認という作業に入ります。確認

というのはソフト事業的なものでありまして、今回定めた条例の

中にある基準に沿っているかどうかというのを確認していく作

業というふうなことで、この新制度への移行が行われてまいりま

す。 

それから３つ目、徴収事務の関係ですが、現在は保育所関係は

町が徴収し、先ほど議員が言いましたように未納者の部分は結構

な額に上っております。これが全部施設型に変わっていきますと

施設が徴収するということですから、施設が未納を抱えるという
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ことになります。ただ、それで町の関与が終わりかといいますと、

そうではなくて、その部分は十分に施設と町とで、どのような方

法で未納者をなくすればいいのかというふうなことを随時協議

していきたいというふうに考えております。 

それから４つ目、先ほど認定こども園の話のところで保育所は

幼稚園児も入れられるんですよと、それから幼稚園は保育所機能

も備えるんですよというふうなことを言いました。その定員の数

ですが、それに関しては幼稚園は幼稚園の定数をとっていただき

ますし、保育所は保育所の定数をとっていただくというふうなこ

とになります。 

以上です。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

すみません、答弁漏れがあったようでして。 

２）の裏面のほうにまいりまして、保育所のところですが、新

たに３歳児から５歳児の入所できなかった児童の入所が可能と

いうことでありますけれども、これは定員外ということではあり

ません。新たに認定こども園の幼稚園に定数幾ら、保育所型に定

数幾らと定めますので、その数を超えてはならないということに

なります。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

今、答弁いただきましたけれども、さっき手続の中で県への許

可手続、それから町が確認作業をするというふうなことで、その

前の意向調査を見ますと、これは４月時点でまだ未定が４施設あ

るというふうなことですが、これらについては法人ですから自治

会なりそういうふうなもので方向づけをする、そして県への移行

手続をするというふうなことで間違いないか、そこを確認をもう

一回したいと思います。 

それから保育料の徴収の件ですけれども、今までですと保育所

の場合は町が徴収をしていろいろな事務処理をしてもらってい

たわけで、今度からは施設が徴収することになりますと、事務的
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な部分がふえてきます。そしてまた、未納者が現在もあるわけで

すから、そういうふうな方々が保育所にとっては経営に支障を来

すと心配されるわけで、この辺、私は安定的な施設経営をしてい

く上ではもう一考を要する方法がないのかなというふうな思い

であります。 

同じ町内、そういうふうな中で、いろいろな父兄同士の疑心暗

鬼とかさまざまなものが出てくることも想定されますし、そして

また、園の理事会とかそういうふうなものに当然これは経営状況

が報告になることになります。 

そうなりますと、やはり経営的な部分からいきますと、私は、

きのうも一般質問で議論しておりますけれども、子育て、いろい

ろな住みやすいまち、子育てができるいい町だというふうな評価

をしていながら、逆にそういうふうなものが今度、足かせに新制

度がなっていくんじゃないかというふうに感じますので、これら

については本当にこのままで実際進めるというふうなのか、現在

の今、保育園に入っている親で未納があるものについては、新制

度にそのまま未納があっても申請があった場合は入れなければ

だめなのか、そういうふうなものももう一回お聞かせをいただき

たいと思います。 

それから認定こども園として運営する場合の、さっきの３歳か

ら５歳児の部分については、それぞれの定員ということでありま

したけれども、現在、保育園については就学前までできるわけで、

認定こども園として分けなければならないというのは、いろいろ

な施設の運営内容が変わって認定こども園として、それから保育

する子供、そういうふうなものを分離するというふうなことで理

解していいのか、今一度確認をしていきたいと思います。 

それから、例えば入所する、入園する、そういうふうな判定す

る部分、それはどこで行うのか。 

それともう１つは、保育園で今現在、うちのほうの二川目の場

合ですと朝７時から夜６時まで父兄が迎えに来るまで待ってい

るわけで、聞きますと今度はそういうふうな親の仕事とかさまざ

まなものが加味されて預かる時間が制限されるというふうなこ

とも聞いておりますけれども、今のそういうふうな私が言った時

間帯じゃなくて、今度は例えば半日働いている人は何時間、一日

働いている人は何時間というふうな形で預かる時間も変わって
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くるのか、その点についても答弁願います。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

質問が多くてちょっと時間に手間取りますけれども、まず法人

が決定して、それを県に申請をしてというふうなことで間違いが

ないかということですけれども、それで間違いございません。法

人が決定して、その申請を県のほうに上げて、県が認可をいたし

ますと町に確認事項が発生するというふうな、そういう流れで間

違いございません。 

それから徴収が今度、施設が徴収するということになると経営

を圧迫するのではないかなというふうな心配されておりますが、

まさしくそのとおり心配されるところであります。 

ただ、新しい制度に変わりましても認定こども園をとらないで

保育所型の、④ですけれども、保育所型の保育所として運営して

いくとなりますと、町が徴収するということになりますので、こ

の部分については、今までどおりと変わらず町の会計から財政負

担されていくというふうなことになります。 

それから現在の未納者については、そのまま移行するのかとい

うことですけれども、それに関しては、あくまでも２７年の３月

３１日をもって旧法がなくなるわけですから、その部分に関して

は施設が引き継がない、そしてまた４月１日以降は新しい子供た

ちが入ってくるので、それらには何ら関係はないということにな

りますので、現在の未納に関しては町が責任をもって徴収すると

いうふうなことになります。 

それから入所要件の判定ですが、これについては町が判定をし

てまいります。 

次に、親の仕事の時間によってということで、例えばパートで

勤めている方の保育はどうなるのかというふうなことですけれ

ども、それについては２つに分けられます。短期と長期というこ

とで、パートで働いている親御さんについては時間でもって短い

ほうで保育をする、フルで働いている親御さんの子供に関しては

長期のほうの時間で今までどおり入所してもらうというふうな

形になります。 

あとは何か漏れているのがありますでしょうか。 
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 佐々木議長 ３番。 

簡潔に。言葉を短く。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

言葉は短くしていますよ、私は。ただ、これは今、施行が決ま

っていますから、そういうふうな意味ではちゃんと確認しない

と、私も説明責任がありますから。 

最後になりますけれども、今聞いてたしか未納者については新

施設に移行しませんよというふうなことですけれども、でも、そ

の人というのは、未納者は未納したまま新施設に移行して町のほ

うが徴収対象になるわけでしょう、残っているものについては。

そういうふうなことがまず懸念されますから、そうすると本当に

この新しい制度のほうに、保育所に移行しても払えるのかなとい

うふうな心配をします。 

最後に１つ教えてください。 

さっき話した親が仕事でパートは短期、フルは長期というふう

なことで、それによって時間が制限されるというふうなことです

が、じゃあ、パートの場合は何時間までが最大可能なのか。フル

の場合は何時まで可能なのか。今の現行のシステムからいった

ら、こういうふうに時間制限されますよと。 

例えば私は、きのうも母子家庭のことで質問しましたけれど

も、そういうふうな人たちがますます働けなくなるような部分が

発生するんじゃないかというふうな心配をするわけです。ですか

ら、パートの場合は最大限何時間、フルの場合は最大限何時間で、

どういうふうな今の現行との差が生ずるのか説明願います。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

パートとフルとの関係の保育時間ですけれども、現在、具体的

に何時間のパートに関しては何時間の保育ということには出て

おりません。この部分に関しても国が出されてくるんだろうとい

うふうに思いますし、それに沿った形で町も決めていかなければ

いけないというふうに思っております。 

ただ、前提になるのは、保育というのは勤めていて保育ができ

ない状態で園に預けるということであります。ですから、例えば
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４時間というふうな時間でパートで働いていると、それ以外の時

間は、要するに保育ができるという状況にありますので、その辺

だけはちょっと頭に入れておいていただきたいなというふうに

思います。 

ただ、短期・長期の時間の関係については今のところまだ持ち

合わせておりませんので、それらについては規則、要綱なりで定

めていかなければいけないというふうに考えております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

議案第４１号関連で質問をいたします。 

まず説明資料の現況の…… 

 

 佐々木議長 議案第３９号をやっておりますよ、まだ。 

 

 １５番 

（馬場正治君） 

３９号に絞っていますか。はい、じゃあ、後で質問します。 

 佐々木議長 議案第３９号ですよ。 

ほかにございませんか。はい。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 

副町長に確認の意味で質問します。 

今、町民課長は、制度に移行しても保育所であっても認定こど

も園であっても、施設の運営を悪化させないということから保育

料は現行を堅持したいというふうな話でありました。事務方のト

ップの副町長、今の町民課長のお話でよろしいんですよね。 

今は結構、保育料持ち出ししてもらっております。町長にはお

礼申し上げたいと思います。ということで、そのことについてお

伺いいたします。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

副町長。 

 

答弁 

 

副町長 

（柏崎源悦君） 

お答え申し上げます。 

制度の非常に細やかな変更で内部でも大分検討を重ねている
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わけですが、非常に難しい部分があります。 

ただ、先ほど言った保育料の部分について変動がないという、

この基本線については内部の事務の政策会議においても確認し

ておりますので、その考え方で当分進めていくということでよろ

しいというふうに考えております。 

 

 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

わかりました。よろしくお願いいたします。 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第３９号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 ここで１１時３５分まで休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時２３分） 

 佐々木議長 休憩を取り消し、会議を開きます。 

  （再開 午前１１時３５分） 

 佐々木議長 日程第７、議案第４０号、おいらせ町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とい

たします。 

当局の説明を求めます。 

町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（小向仁生君） 

それでは、議案第４０号についてご説明を申し上げます。 

おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
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定める条例の制定について。 

本案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教

育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を、改正す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により改正

された児童福祉法第３４条の１６第１項の規定により、家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準について条例で定める必

要があることから提案するものであります。 

それでは、お手元の配付資料の議案の内容・概要というＡ３判

の資料の真ん中をごらんいただきたいと思います。 

当該条例は１条趣旨から第４８条の準用までを定めておりま

す。 

なお、議案書では４２ページから７０ページになります。 

新制度の概要ですが、第１章第１条から第２１条までを説明い

たします。 

この制度では家庭的保育事業等の新たな保育事業が創設され

ます。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について

は、市町村が条例で定めることとされていることから、当町にお

きましても必要となる基準を条例により定めるものであります。 

②－①といたしまして、家庭的保育事業、家庭的保育者、この

「シャ」は「者」です。大変失礼いたしました。家庭的保育者の

居宅などにおいて保育を必要とする満３歳未満の乳幼児の保育

を行う事業、利用定員は５人以下となります。 

②－②、小規模保育事業ですが、利用定員が６人以上１９人以

下の保育を行う施設において保育を必要とする満３歳未満の乳

幼児の保育を行う事業、３つの類型がございます。 

Ａ型は保育所の分園に近い類型、これは建物が独立しているも

のであります。Ｂ型といたしましては、ＡとＣの中間的な類型、

それからＣ型ですが、家庭的保育に近い類型ということで、これ

は家でも可能になります。 

そして②－③ですが、居宅訪問型保育事業ですが、保育を必要

とする満３歳未満の乳幼児の居宅において家庭的保育者が保育

を行う事業、家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児は

１人と、１対１ということになります。 

②－④、事業所内保育事業ですが、雇用する労働者の乳幼児を

保育するために事業主が設置する施設等で、その地域において保
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育を必要とする満３歳未満の乳幼児に対し、保育を行う事業で

す。 

下にまいりまして基準ですけれども、第２章から第５章、第２

２条から４８条に対応いたします。 

現在、当町の実情に国の基準と異なる内容を定める特別な事情

や特性がないことから国の基準の内容を当町の基準としており

ます。 

第２章では、②－①家庭的保育事業を述べております。 

第３章では②－②の小規模保育事業を述べております。 

第４章では②－③の居宅訪問型保育事業を述べております。 

第５章は②－④の事業所内保育事業を述べております。 

この②－①、②－②というふうに丸で番号を表記しております

けれども、先ほど３９条で述べました①の特定教育・保育施設が

１としますと、②が特定地域型保育事業で、この中に今申しまし

た１、２、３、４が含まれているということでご理解いただきた

いと思います。 

なお、附則として、施行期日を子ども・子育て支援法及び就学

前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律の施行日の日と定めております。 

また食事の提供の経過措置、連携施設に関する経過措置、小規

模保育事業Ｂ型及び小規模型事業所内保育事業の職員に関する

経過措置もあわせて定めておるところであります。 

裏面にまいります。 

下の表の上の表をごらんいただきたいと思います。 

議案第４０号第１条から第２１条としておりますけれども、②

特定地域型保育事業は定員が１９人未満ですけれども、これは先

ほど訂正いたしましたように１９人以下に訂正をお願いしたい

と思います。 

対応する条項、現行制度存続の有無、新制度の内容、新給付制

度の移行、徴収事務、入所受付、保育料というふうな順になって

おります。先ほどと同じでございます。 

②－①、家庭的保育事業ですが、対応する条項は２２条から２

６条となります。 

現行制度の存続ですが、これは新制度にすべて移行されるとい
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うことになります。新制度の内容は満３歳未満児の保育、これは

５人以下でやります。 

次に、新給付制度の移行ですが、財政措置は現在のところあり

ませんけれども、施設型給付として町が給付することになりま

す。徴収事務は事業所が保護者から直接徴収いたします。入所の

受け付けは施設が行います。保育料については国の定めた基準を

上限として金額を設定しております。 

次に②－②の小規模保育事業ですが、これは２７条から第３６

条まで対応しております。現行制度の存続の有無ですが、現在は

ありませんので、新たに設けられたものであります。新制度の内

容は満３歳未満児の保育６人以上であります。新給付制度につい

ては、施設型給付として町が支払う形になります。徴収事務、入

所受付、保育料については先ほどの家庭的保育事業と同じであり

ます。 

②－③、居宅訪問型保育事業については第３７条から４１条に

対応しております。これも現行制度はございませんので、すぐさ

ま新制度の内容に入りますけれども、満３歳未満児の保育、１対

１の保育となります。先生が１人に幼児が１人というふうなこと

になります。 

新給付制度の移行ですが、同じく施設型給付として町が給付す

る財政措置をとっております。徴収事務、入所受付、保育料は先

ほど来と同じであります。 

最後に、②－④の事業所内保育事業ですが、第４２条から４８

条に対応しております。これは認可外となります。満３歳未満児

の保育を事業所が実施をいたします。給付の制度については現

在、給付はございません。施設型給付として新制度において町が

給付することになります。徴収事務、入所受付、保育料は今まで

言ったものと同じとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

３番、平野敏彦議員。 
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質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

今、説明いただきましたけれども、例えば議案４０号の下のと

ころで②－①、家庭的保育事業から小規模保育事業、居宅とあり

ますけれども、この部分で、例えば家庭的保育事業の場合は満３

歳未満の乳幼児の保育を行う事業とあって利用定員は５人以下

とあります。この裏のほうの新制度の内容を見ますと、施設給付

型で町が財政的な援助をしますよとあります。 

こういうふうな部分の基準が、例えば５人以下であれば保育者

の居宅ということですから、自分の家で５人以内で保育ができる

というふうな形で申請すれば、そういうふうなものができますよ

ということなのか、この小規模も合わせて居宅の、さっき説明し

た家庭保育者が１人、乳幼児は１人と対象者が、そういうふうな

のもありますので、これは例えば開設する要件として必ず保育士

とかそういうふうなのでなければできないのか、グループで５人

の親が代表になって、こういうふうな家庭的保育事業を行うこと

が可能なのかどうかを説明いただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

家庭的保育事業、小規模保育事業については法人として登録し

たものでなければできないということになります。 

ただし、居宅訪問型保育事業については法人でなくても個人で

もできるということになります。 

それから、その際に要件となるのは必ず保育事業でありますの

で、有資格者、保育士がいなければならないということになりま

す。それらについては条項の中にうたっておるところでありま

す。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

わかりました。 

法人登録をして保育士がいるというふうなことであれば可能

だというふうなことで解釈しましたけれども、今現在の、先ほど

確認しましたけれども、幼稚園１、保育所が１３、１５施設があ

るわけで、こういうふうな新しい制度になって、簡単に言います
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と、こういうふうな少人数の部分の開設が進むことによって既存

の今の施設に影響が生まれてくるんじゃないかなというふうな

危惧をするわけですが、この辺の見通しはどうでしょうか。 

法人登録なんていうのは簡単にできるわけで、まだこういうふ

うなのは、よくＰＲされていないから、理解されていないから動

きがないと思いますけれども、こういうふうなのが広く理解する

人が出てくれば自分たちでも開設して運営しようというふうな

のが出てくるかわかりませんが、その辺町としてはどういうふう

な見通しでいるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

現在、先ほども言いましたように町内の保育所の定員について

は上回っているという状況ではありませんので、実際に入ってい

る子供が。上回っている状況ではありませんので、そういう意味

では、この小規模をやる必要が現在のところはないというふうに

認識しております。 

ただ、これから定員オーバーという形で子供がどんどんふえて

まいりますと、この事業も認可及び確認をして対処していかなき

ゃいけないのかなというふうに思っておりますけれども、当面町

といたしましては現在の保育事情がそこまで求めていないとい

うふうなことから、当面はこの制度についてはＰＲもせず、見送

りたいなという考えを持っております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

町の考えとして定員は上回っていない。よって、そういうふう

な働きかけもしないんだというふうなことで理解をいたしまし

た。 

ただ、私が人口の構成を見ますと、これから小学校以下の子供

というのは毎年減っていきます。そういうふうなことで人口構成

を見まして、いろいろな形で、だんだんゼロ歳に近いほど減って

いきますので、こういうふうな運営の仕方が本当に将来を見通し

た形での法改正になるのか、私は非常に園のほうにも負担を強い



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－３７－ 

る、親のほうにも負担を強いることによって子育て、そういうふ

うな条件が厳しくなってくるし、園経営だってずっと減っていく

わけですから、これからは園児とかそういうふうなものの奪い合

いも想定されるんじゃないかなというふうに危惧するんです。で

すから、そういうふうな意味では今の４０条関係については慎重

に町は対処すべきだと思いますので、この辺見解をいただきたい

と思います。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

そもそもこの新制度をつくるに至った背景というのは、都会の

ほうでの待機児童をなくするというふうなことが前提になって

おりました。ですから、地方においては、あまりなじまない制度

かなというふうにも思っております。 

そういうことから子供が減ることは残念でありますけれども、

その対処方法といたしましては、町とすれば、先ほど来言いまし

たように、この４つの事業に関しては当面見送りたいというふう

に考えております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第４０号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第８、議案第４１号、おいらせ町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議
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題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（小向仁生君） 

まず、議案第４１号に入る前に、お許しを得まして、先ほど髙

坂議員から質問のございました保育料の徴収の関係ですけれど

も、この人数、これをお知らせしてよろしいでしょうか。 

 

 

 

佐々木議長 どうぞ。 

 町民課長 

（小向仁生君） 

お許しが出ましたので、発表いたします。 

現在、Ｂ－１が６３人、Ｂ－２が４６人、Ｃ１－１が１４人、

Ｃ１－２が４１人、Ｃ２－１が１５人、Ｃ２－２が６１人、Ｄ１

が２１１人、Ｄ２が１１９人、Ｄ３が７２人、Ｄ４が１３５人、

Ｄ５が４人、Ｄ６が７人、合計７８８人です。 

以上で終わります。 

それでは、議案第４１号についてご説明いたします。 

おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定についてをご説明いたします。 

本案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教

育・保育等の総合的な推進に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により改正された児

童福祉法第３４条の８の２第１項の規定により、放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準について条例で定める必

要があることから提案するものであります。 

それでは、お手元の資料を見ていただきたいと思います。 

当該条例は第１条趣旨から第２１条の事故発生時の対応まで

を定めております。 

なお、議案書では７１ページから８０ページになります。 

まず、新制度の概要ですが、第１条から第８条に対応いたしま

す。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準につい

て厚生労働省令を踏まえて市町村が条例で定めることとされて

いることから当町におきましても必要となる基準を条例により

定めるものであります。 

ここで放課後児童健全育成事業のことですが、放課後児童健全
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育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に

就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場

を与えて、その健全な育成を図る事業であります。 

現在、小学校に就学しているおおむね１０歳未満の児童、１年

生から３年生になりますが、改正によりまして小学校に就学して

いる児童がすべて１年生から６年生まですべてが対象となりま

す。 

その下の基準の内容です。第９条から２１条に対応しておりま

す。現在、当町の実情に国の基準と異なる内容を定める特別な事

情や特性はないことから、国の基準の内容を当町の基準といたし

ます。 

なお、附則として、施行期日を子ども・子育て支援法及び就学

前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律の施行の日と定めます。また職員に関する経過措置、設備

の基準に関する経過措置を合わせて定めます。 

裏面にまいります。 

一番下の表になります。 

議案第４１号、第１条から２１条ということで、変更点は対象

児童が変更になります。先ほども言いました。小学校就学おおむ

ね１０歳未満の児童ということで、１年生から３年生までが、こ

れからは小学校就学児童、１年生から６年生全員が入ることがで

きます。 

施設の面積の要件です。今までは児童１人当たりが１．６５平

方メートルが望ましいという表現でありましたが、今度は児童一

人当たりが１．６５平方メートル以上とするということがうたわ

れております。 

ただし、当町としては今現在行っている児童クラブ等の兼ね合

いもございますので、当面これは望ましいという表現の経過措置

をとってまいりたいというふうに考えております。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

１５番、馬場正治議員。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－４０－ 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

説明資料の放課後子供プラン推進事業のところですけれども、

保育料①②ともに原則なしと書いてあるんですけれども、徴収事

務は①②とも施設が徴収、これはちょっと矛盾しているように私

は受け止めたんですけれども、そこを説明いただきたいというこ

とと、入所受付のところが①は教室または町が実施、ほかのとこ

ろはすべて施設となっているのが、どうしてここだけ教室となっ

ているのか、そこが２点目。 

それから放課後子供プラン推進事業が名前を変えて放課後児

童健全育成事業ということになるわけですけれども、対象が小学

校１年から６年まで、当然人数はふえるわけですね。したがって、

現在、町では放課後子供教室、これは６年生まで面倒見る施設で

直営が２施設、恐らくみらい館、希望館だろうと思うんですけれ

ども、ほかに放課後児童クラブのほうが５つの小学校と、あとは

伝承館とか、そういうところの委託なのかなと思いますけれど

も、そこも教えていただきながら、３年生までの放課後児童を面

倒見ていたのが６年生までとなると人数もふえますし、施設も狭

くなるだろうと思うんですが、その施設を今度の法律に合致する

ように増設したり、あるいはリフォームをしたりする必要がある

場合、委託の場合ですけれども。直営の場合は町費でやるんでし

ょうけれども、委託の場合に、それに対する補助等はあるのかど

うか。 

運営及び施設と運営に対して国、県、町が３分の１ずつ負担す

るとありますけれども、そういった施設の増設等に関する費用も

この割合で町が負担することになるのか、そこをお聞きしたいと

思います。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

まず１点目の説明資料の表紙だと思いますけれども、保育料は

１、２とも原則なしというふうにうたっているのに徴収事務とし

て施設が徴収とある、これは相反するのではないかというふうな

ことですけれども、この徴収事務に関しては今現在は実際には徴

収しておりません。ですから、おやつ代を徴収する施設もあると
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いうふうなことで徴収事務というふうなことの、ここの意味合い

があって入れたつもりでございました。実際は、徴収はないもの

というふうに思っております。 

それから教室という言葉ですけれども、これについては学校教

育法に基づいた施設の名称でもって甲洋小学校区と百石小学校

区に１つずつこの教室という名称の放課後児童クラブに見合う

ようなものがありますので、教室という言葉を使った次第です。 

それから、現在あるすべての児童クラブ等のことですけれど

も、現在、先ほど言いました教室が２つ、これは百石小学区と甲

洋小学区、それからあとは委託でもって行っているのが下小学区

の本村の太陽クラブ、それからあとは北部児童センター、北部児

童クラブと木ノ下児童クラブ、向山児童クラブ、南部児童クラブ

というふうなことで現在、存在しております。 

それから平米数の関係でもって新たに増設というふうなこと

ですが、そこに関しては、申しわけございません、ただいま手元

資料でもって施設が補助対象になるのかどうかというのは、ちょ

っと勉強不足でした。後ほどお知らせしたいというふうに思いま

す。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

現在の施設について今、説明いただきましたけれども、いろい

ろな名称のクラブがあるようですけれども、どれが直営で、どれ

が委託なのか、ちょっと判別が、今聞いていてわかりませんでし

た。それをもう一度、直営及び委託に分けて教えていただきたい

ということと、施設の改修あるいは増設に対する補助については

後ほどということで了解しましたけれども、当然、新法に合致す

るようにするためには３年生まで限定で引き受けていたものを

６年生まで引き受けなければならないということで１名当たり

１．６５平米、法律では以上とするところを町としては１．６５

平米が望ましいということで経過措置を設けるということです

けれども、それでも人数はふえるわけですから、当然、施設が狭

いと、これでは認可できないという事態が予想されるわけですけ

れども、それに対する町としての対応はどのようにお考えなので
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しょうか。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

定員につきましては、確かに現在１年生から３年生までが１年

生から６年生までというふうなことで倍の人数が想定されます

けれども、現実的なことから申しますと、現在、申し込みがある

人数、各館ですね、申し込みがある中で大体通ってこられるお子

さんは３分の１程度というふうなことになっておりますので、た

とえこれが６年生までふえたとしても、今度は高学年になります

とスポーツ少年団ですとか塾ですとかというふうなことで通っ

てきますので、そんなにふえることにはならないというふうに認

識しております。 

それから児童館の委託と直営の関係ですが、委託は下田小学校

区の太陽児童クラブが委託であります。それから直営として百石

小学区にあゆみ児童クラブ、木内々小学校区に南部児童センター

クラブ、それから木ノ下小学区に北部児童センタークラブ、木ノ

下児童館クラブ、向山児童館クラブ、さらには長期的な休みのと

きだけ開園しております豊栄地区の児童クラブの７館がござい

ます。 

そのほかに先ほど言いました学校教育法のほうで行っており

ます百小学区ののびのび教室と甲洋小学校なかよし教室の２館

が存在しております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

そうしますと、この資料に書いてある数と今説明いただいた数

が合いませんけれども、説明のほうが正しいんですか。資料では

直営５施設、委託２施設とありますけれども、今の説明では委託

は本村の太陽クラブだけ、あとは直営という説明でしたけれど

も。そこだけもう一度お聞きして質問を終わります。 

 

 佐々木議長 町民課長。 
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答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

申しわけございません。先ほど言いました太陽児童クラブとあ

ゆみクラブが委託であります。直営は南部児童センター、北部児

童センター、向山児童館、豊栄児童クラブの、木ノ下児童クラブ

と５つになります。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 お昼のため１時３０分まで休憩いたします。 

  （休憩 午前１２時０９分） 

 佐々木議長 休憩を取り消し、会議を開きます。 

  （再開 午後 １時２９分） 

 佐々木議長 日程第１０、議案第４３号、おいらせ町町税条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

税務課長。 

 

当局の説明 税務課長 

（田中富栄君） 

それでは、議案第４３号についてご説明申し上げます。 

議案書の８３ページをお開きください。 

本案は、地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の税率を改正

するため提案するものであります。 

今回の改正は、軽自動車と小型自動車との性能、価格、環境負

荷といった面での格差が縮小している反面、軽自動車税に係る税

率が低く、現行の税率体系を見直し、負担水準の適正を図るため

に行われたものであります。 
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議案書の１４６ページをお開きください。 

軽自動車税税率改正一覧表で説明をしていきたいと思います。 

すべての軽自動車税の標準税率を平成２７年度分から改正す

るものでありますが、三輪及び四輪以上の軽自動車については、

維持費が安く、生活の足としての普及が進んでいることや増税へ

の反対意見が強かったことなどを考慮しまして、平成２７年４月

１日以後に新規に登録される新車に限って新税率を適用するこ

ととしているものであります。 

したがいまして、既に所有している軽自動車や中古を新たに取

得した場合については改正前の税率を適用するものであります。 

またグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から１３年

を経過した環境負荷の大きい三輪及び四輪の軽自動車について

は、平成２８年度から標準税率をおおむね２０％上乗せして課税

することになります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

１５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

平成２５年度のおいらせ町に支払われた軽自動車税の金額、そ

れと２６年度の見込み、それとこの法律が施行された後にどれだ

けの増収が見込まれるのか、お答えいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

税務課長。 

 

答弁 

 

税務課長 

（田中富栄君） 

平成２５年度は軽自動車税の台数は１万１，７３６台で、調定

額の資料がありますので、それで報告しますけれども、調定額で

は５，７４１万２，０００円の調定額でありますので、実際の収

入は若干これより下がると思います。 

それから影響額ですけれども、平成２６年度については影響は

ありませんけれども、２７年度からこの改正に伴って増収が見込

まれます。軽自動車税の改正は実質、新規登録は２７年４月１日
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以後ですので、２７年度新規になるのは４月１日だけ新規登録し

たものですから、実質は２８年度に新規のほうがかかりますの

で、税制の改率に伴っては原付自動車とか小型自動車等で約１８

０万円、２７年度から増額になると思います。 

また新規登録が２８年度に影響いたしますし、重課税の影響が

ありますので、それは２８年度からで、そのほうも約１８０万円

程度の増額となると思っております。 

以上であります。 

 

 佐々木議長 ほかにありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第４３号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第１１、議案第４４号、おいらせ町特定商業集積を構成す

る商業基盤施設にかかわる固定資産税の特別措置に関する条例

を廃止する条例についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

税務課長。 

 

当局の説明 税務課長 

（田中富栄君） 

それでは、議案第４４号についてご説明申し上げます。 

議案書の８７ページをお開きください。 

本案は特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法が廃止

されたことに伴い、本条例を廃止するため提案するものでありま

す。 

この条例は、イオンモール下田が特定商業集積法の適用を受け

て整備いたしました商業基盤施設に係る固定資産税を不均一課
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税するため平成６年に制定されたものでありました。 

しかしながら、中心市街地の活性化に関する法律の施行により

商業の活性化に対する支援措置を中心市街地に集中的に講ずる

観点から特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法が廃止

されたことになり、本条例を廃止するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第４４号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第１２、議案第４５号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

行政管財課長。 

 

当局の説明 行政管財課長 

（松林泰之君） 

それでは、議案第４５号についてご説明申し上げます。 

議案書は８９ページから９１ページとなります。 

本案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律の一部の改正により新たに配偶者支援

金を支給する制度が創設され、支援対象者である配偶者を特定配

偶者として自立支援を行うことが明確化され、あわせて法律の名
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称が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に改正

され、本年１０月１日から施行されることに伴い、おいらせ町ひ

とり親家庭等医療費給付条例を初め同法を引用する３条例の法

律名称等の整理を行うものであります。 

現行の法律では、永住帰国した中国残留邦人等に対して老齢基

礎年金を支給するとともに、配偶者も含め、生活保護と同水準の

生活支援給付が行われております。しかし、中国残留邦人等が死

亡した場合、老齢基礎年金の支給がなくなり、残された配偶者へ

は生活支援給付金しか支給されないことから生活が困難になる

という問題が生じています。 

このため今回の法改正により中国残留邦人等と長年にわたり

労苦をともにしてきた配偶者の置かれる事情を鑑み、永住帰国す

る前からの配偶者に対して中国残留邦人等が亡くなった後にお

いて特定配偶者とし、老齢基礎年金の３分の２の支給と生活支援

金を支給する制度に改められるものであります。 

今のところ当町に該当する方はおりません。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第４５号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第１３、議案第４６号、字の区域及び名称の変更について
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を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

それでは、議案第４６号についてご説明申し上げます。 

議案書９２ページをごらんください。 

本案は、曙地区等の住民の利便を図るため、地方自治法第２６

０条第１項の規定により向山の字の区域及び名称を変更するた

め提案するものであります。 

１５０ページをごらんください。 

新名称は、向山南と向山東四丁目であります。登録日について

は平成２６年１２月１日を予定しております。 

なお、平成２１年から進めてきた向山の字の区域及び名称の変

更は今年度ですべて完了することとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

１５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

今回で、従来、向山という地名で呼ばれていたところの名称変

更が終わるということですけれども、一部さまざまな印刷物と

か、あるいは商売をしている方、変わることによってお金がかか

るという問題を言われたことがございましたけれども、この名称

変更等については、その地区の住民、きちっと説明会を開いて納

得いただいて進めてきているものと思いますけれども、その過程

で住民から反対とかそういったことがなかったのかどうかをお

聞きしたいと思います。 

それから、これまで３回ぐらい変更作業があったと思いますけ

れども、それの町民への周知徹底の方法が万全であったのかどう

か。「広報おいらせ」にも一部地図が掲載されたこともありまし

たけれども、なかなかこれが定着するまでに年数がかかっている

のではないかと思うんですね。「広報おいらせ」とは別に、もっ

と大きい形で地図を印刷して、ここからここまでは向山東四丁目
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になりますよ、ここは向山南になりますよという、もっとぱっと

見やすいような形での町民への周知徹底というのも検討された

ほうがいいんじゃないかなと思いますので、そのことについての

町の、これからの予定についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 

 佐々木議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

お答えします。 

まず１点目の反対はなかったかということですけれども、私は

実際に携わったのが最初のときしか携わっていなくて、今新しく

変わってきたんですけれども、そのときには住民の方からの反対

はあまりなかったというふうに記憶しております。途中について

も反対がそんなにあったという話は聞いていませんので、多分皆

さんから理解を得られているものと思っております。 

２点目の周知の方法ですけれども、まずは議員がおっしゃられ

たとおり広報等に掲載します。あとはホームページ等、あとは変

わる地域の方々には直接こういうふうに変わったとかという葉

書を差し上げて、郵便局のほうから。住所を知らせるような形に

なっていますので、対象区域となった方々はほとんどわかるとい

うふうな形になっていると思います。 

あと全体的に大きい形で皆さんにお知らせしてはどうかとい

うことですけれども、これはこれから検討させていただきたいと

思います。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

わかりました。 

最近はインターネットが徐々に普及してきているので、すべて

の行政あるいは民間、経済会もホームページを利用することが多

くなってきているのはわかるんですけれども、こと地方において

高齢化している地域では「ホームページをごらんください」と言

っても何のことかわからないという住民が非常に多いだろうと

思いますので、新聞チラシのような形で織り込みますと「こうな



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５０－ 

ったのか。じゃあ、張っておこう」と、そういう形で見やすいの

かなと思います。経費もかかるかもしれませんけれども、やはり

高齢者にやさしい広報の仕方をお考えいただければと思います。 

あと先ほど番地、地名が変更されることによってお金がかかる

人もいると申し上げましたけれども、ゴム判をつくっている方と

か名刺もつくりかえなきゃいけないとか、そういう事情があっ

て、課長は別な課のほうにおられたということなんですけれど

も、恐らく当時、住民説明会とか何かあったときには、そういっ

たことに対する補助はないのかという声も聞かれたのではない

かと思いますが、きょう出席されている皆様の中で、その業務に

携わっておられた方で、そういう記憶がなかったのかどうか。そ

れでも大勢が理解したということで進めてこられたとは思うん

ですけれども、ほとんど反対がなかったという答弁でしたので、

そこのところ、もし可能であれば。現在はほかの課に移っている

方でも差し支えないのでお答えいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

昨年担当しておりましたけれども、そのようなことはなかった

というふうに記憶しております。 

そしてまた、事業所に対しては事前に通知を差し上げて変更に

なりますというふうなことをお知らせしておりましたので、その

準備期間もあったということからゴム印等も速やかにつくられ

たというふうに思っております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（田中富栄君） 

私は前々年度担当して、向山町内会の部分を担当して住民説明

会に行きましたけれども、そこは町内会のほうで町名については

決められておりましたので、変更することについてはご理解いた

だいたなと思っております。 

ただ、年賀状の時期でありますので、早い時期にお知らせを願

いたいというふうな要望は受けましたけれども、反対の意見はご

ざいませんでした。 
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以上です。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第４６号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第１４、議案第４７号、おいらせ町公園条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

議案第４７号についてご説明申し上げます。議案書の１００ペ

ージと１０１ページをごらんください。 

本案は、議案第４６号で提案した向山の字の区域及び名称の変

更に伴い、都市公園八戸北丘陵、下田公園の位置が変更になるこ

とから下田公園の位置を、おいらせ町向山南、山崎、西後谷地、

中平下長根山地内に改正するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５２－ 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第４７号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第１５、議案第４８号、平成２６年度おいらせ町一般会計

補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

それでは、議案第４８号についてご説明申し上げます。 

議案書１０２ページをごらんください。 

本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９，４４３万

４，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０６億

５，３６２万４，０００円とするものであります。 

１０７ページをごらんください。 

第２表継続費につきましては、津波避難タワー建設事業につい

て平成２７年度までの継続事業とするものであります。 

１０８ページをごらんください。 

第３表地方債補正につきましては、農道保全対策事業の限度額

の変更及び奥入瀬川南岸地区ため池等整備事業を廃止するもの

であります。 

歳入歳出の主なものにつきまして、ご説明申し上げますので、

事項別明細書をごらんください。 

まず歳出の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

１２ページをごらんください。 

２款１項１目一般管理費の本庁舎太陽光発電設備整備工事費

及び本庁舎屋上防水改修工事費は、それぞれ翌年度への計画変更

により減額し、４目財産管理費の公共施設整備基金積立金は実施

計画に基づき５，０００万円を追加するものであります。 

１７ページをごらんください。 

３款１項１目社会福祉総務費では国民健康保険特別会計繰出
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金を１，０８９万８，０００円減額しております。 

２０ページをごらんください。 

４款１項２目予防費の乳幼児等予防接種委託料及び高齢者肺

炎球菌ワクチン接種委託料は、ともに定期接種化による増額であ

ります。 

２７ページをごらんください。 

９款１項３目災害対策費の津波避難タワー建設工事費は２カ

年度の継続事業とし、今年度は８，３５５万４，０００円を計上、

土地購入費は津波避難タワー建設場所の変更に伴い、２，１００

万円を減額、東日本大震災復興交付金基金積立金は交付金全額１

億５，６６６万３，０００円を積み立てしております。 

２９ページをごらんください。 

１０款２項３目学校建設費では甲洋小学校プール解体工事費

として１，７６６万９，０００円を計上しております。 

次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

３ページをごらんください。 

１款２項１目固定資産税では現年度分２，４１０万円を追加

し、６款１項１目地方消費税交付金は見込みにより４，０００万

円を減額しております。 

４ページをごらんください。 

１０款１項１目地方交付税の普通交付税は額の決定により９，

１９０万７，０００円を追加し、震災復興特別交付税は津波避難

タワー建設事業等にかかわる分で、７，３７６万７，０００円を

追加しております。 

５ページをごらんください。 

１４款２項６目消防費国庫補助金の東日本大震災復興交付金

は津波避難タワー建設事業分で、１億５，６６６万３，０００円

を計上しております。 

６ページをごらんください。 

１５款２項１目総務費県補助金の地域環境保全対策費補助金

は、本庁舎太陽光発電設備整備工事の取りやめにより１，７８１

万６，０００円を減額しております。 

７ページをごらんください。 

１８款２項１目財政調整基金繰入金は９月補正の余剰分で９，

０８９万９，０００円を減額しております。 
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８ページをごらんください。 

１８款２項８目東日本大震災復興交付金基金繰入金は津波避

難タワー建設事業の今年度分を繰り入れするもので、４，９８６

万５，０００円を追加し、１９款１項１目繰越金の前年度繰越金

は５，６６９万９，０００円を追加しております。 

９ページをごらんください。 

２１款１項１目農林水産業債の奥入瀬川南岸地区ため池等整

備事業債は震災復興交付金事業の対象となったことにより２，５

５０万円を減額するものであります。 

３５ページをごらんください。 

給与費明細書は特別職及び一般職等の給料及び手当等の変更

について示したものであります。 

３９ページをごらんください。 

継続費に関する調書は、津波避難タワー建設事業の年割額及び

財源内訳等を示したものであります。 

４１ページをごらんください。 

地方債に関する調書は１件の変更と１件の廃止を反映させた

起債元金の増減見込み額と年度末の現在高見込み額を示したも

のであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入全款についての質疑を行

います。３ページから９ページです。 

質疑ございませんか。 

３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

３ページですが、町税の固定資産税が現年度分で２，４１０万

円補正になって１１億３，２０２万９，０００円というふうなこ

とで補正になっています。増になったというのは、どういうふう

な理由なのか教えていただきたいと思います。 

それから４ページの１０款１項１目の地方交付税のところで

震災復興特別交付税が７，３７６万７，０００円、これは事業決
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定によるものか、復興特別交付税ということですから被災地とし

ての算定でこういうふうになったのか、この根拠を説明いただき

たいと思います。 

以上です。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（田中富栄君） 

固定資産税の増額の理由ですけれども、当初予算につきまして

は、平成２５年度の実績等を見ながら２６年度の見込額で積算を

しておりましたが、実際に当初予算を付加した結果、土地家屋は

当初見込んだより微増でしたが、それ以上に償却資産が当初見込

んだよりも多く増加しておりました。 

その主な内容は、食肉加工製造業の構築物の償却資産が大きく

伸びたので、今回このような形で増額計上させていただきまし

た。 

以上です。 

 

 佐々木議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

お答えします。 

震災復興特別交付税ですけれども、今回見たものは地方税の減

収分と補助事業にかかわる地方負担額と、あとは津波避難タワー

の工事分と土地購入費の分です。津波タワーと工事と土地購入に

つきましては予算の４分の１ずつを見込みであります。 

あとは地方交付税減収分は確定によるものと思われます。 

あと補助事業に係る地方負担額は南岸ため池と地方公営住宅

家賃対策の分で２，０１９万４，０００円を計上しております。 

以上でございます。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

食肉関係というのは、償却資産というのは日本ハムのかかる分

なのか、ここのところ今一度確認をしたいと思います。 

それから４ページの震災復興特別交付税というのは、被災を受
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けたための特別の算定でこういうふうになっているのか、そうい

うふうなのであれば、例えば被災してから３年も経過しています

から本来は当初予算で算定して計上すべきじゃなかったのかと

いうふうなことですので、この点お願いします。 

 

 佐々木議長 税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（田中富栄君） 

償却資産のところで食肉関係ということについてということ

ですけれども、議員がおっしゃったような形で日本ハム系列の会

社が施設を整備した部分での償却資産が当初見込んだよりふえ

たということであります。 

 

 佐々木議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

お答えします。 

補助事業も津波タワーもルール分ですけれども、事業が決定す

れば、その分が来て、最後には精算して戻すということもあり得

るということで、当初にはわからなかったものであります。 

あと地方税のほうも今の普通交付税の算定において出てきた

金額と考えております。 

以上でございます。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

１番、髙坂隆雄議員。 

 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

９ページですが、２０款諸収入のところで地域の元気支援事業

費補助金９１７万ほど計上されていますが、この内容についてお

知らせをいただきたいと思います。 

そして支出では、どの科目のどういったのに使われるのか、そ

こまでお知らせください。 

 

 佐々木議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

地域の元気支援事業補助金につきましては、充当は災害物資等

の備蓄事業に３４４万５，０００円、あとは商工会プレミアム共
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通商品券発行に３００万円、あと住民自治組織地域づくり事業費

補助金のほうに２７２万５，０００円を充当しております。県の

ほうからの補助になります。 

以上でございます。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

次に、歳出についての質疑を受けます。 

第１款議会費から第５款労働費までについての質疑を受けま

す。１１ページから２１ページ。 

１５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

１１ページの総務費の一般管理費の特別職給が２０万円減額

となっておりますけれども、午前中の会議で４日の開会日に提案

された特別職の給与引き上げ議案の撤回が許可されたわけです

ね。予定どおり提案されて給料がアップになった場合、当然補正

を組むのが通常の常識だろうと思うんですけれども、提案しても

修正しないで、これが２０万減額となっておりますが、提案を撤

回したことによって、さらにマイナス補正ということが考えられ

るのかどうかお聞きしたいと思います。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

それでは馬場議員にお答え申し上げます。 

特別職給与の２０万円の減額については、副町長が５月１４日

就任に伴うということで、ちょっと当初予算から１カ月ちょっと

あと何日かなんですけれども、その分の減額分がありまして、１

０月１日から施行する予定だった特別職の上昇分につきまして

は、５２万２，０００円を見込んでおったんですけれども、それ

を差し引きしても２０万の減だったと。今後もしかすれば若干の

補正も考えられるのかなというようなことになります。 

以上です。 
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 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

よくわかりました。 

特別職３人の給与のアップを見込んでも、５２万２，０００円

のアップを見込んでも２０万円のマイナスということですけれ

ども、ただ、この２０万円のマイナスについては副町長の収入が

１カ月おくれたということで、当初４月から就任した場合の予算

計上しておったものが１カ月支給がなかったということで、結果

的に補正したということですよね。そうすると、答弁がちょっと

おかしいんですよね。これから１０月１日に施行した場合に５２

万２，０００円アップすると、今年度。それを見込んでいないん

ですよね。見込んでもとおっしゃいましたけれども、見込んでい

ないので、今後の補正でまた補正する可能性があったというのが

正しい答弁ではないですか。 

 

 佐々木議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

ちょっと誤解させてしまっているような部分があるかと思い

ますが、ここの特別職というのは町長と副町長ということになり

ますけれども、その副町長の部分が５月１４日就任ということで

減額分が７２万２，２５９円。特別職の値上がりの分の５２万２，

０００円をプラスマイナスして三角の２０万２００幾らという

ふうな計算であります。今回の取り下げたことによって、またさ

らに若干の補正も生じるというふうなことになろうかと思いま

す。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

はい、わかりました。 

そうしますと議案の撤回によって今後マイナス補正の可能性

がありますと。よくわかりました。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 
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４番、 山忠議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

１３ページの総務費についての関連になるんじゃないかなと

思いますけれども、お聞きしたいことがあります。 

現在の技能職の方の人数は何名ですか。それをちょっと先にお

聞きしたいんですか。ここではないですか。ここでも大丈夫です

ね、質問して。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

大変申しわけございません。技能職と、その振り分けの数字、

まだこの場では……。予算書の３７ページのところに、ここに載

せてありますけれども、人数の割合が２人の１人、３人ですね。 

すみません、２６年７月１日現在で１人ということになってお

ります。 

 

 佐々木議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

今後、採用の予定はありますか。また技能職の職務規定という

ふうなことの、それはちゃんと合っていますか。 

 

 佐々木議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

技能職につきましては、今後は委託の予定で考えていまして、

補充するというふうな、今のところは予定はございません。 

 

 佐々木議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

委託するというふうであれば早く委託の方法を考えて……。 

なぜ私がこの質問をするかというと、今１人で作業をしている

のを大体毎日見ているんですけれども、ダンプを持っていって、

そしてバケットで砂を積んで、それを現場へ持っていって、そし

てローダーをかけてと、１人ですべて作業をやっているんです

ね。危険作業を１人でやっているというふうなことで、こういう
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ことはあまり、作業上と言ってもあれでしょうけれども、職務的

にもよくはないんじゃないかなと思うんで、危険作業をやるとき

には少なくとも２人以上がついてやるような方向に持っていく

べきだと思うし、委託するというのであれば早く委託して１人で

の作業をできるだけ減らす方向にしていただきたいと、そういう

ふうに思うものであります。 

以上です。 

 

 佐々木議長 地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

今回の質問のありました砂利道の補修のほうにつきましては、

今年度運転手が１人ということもありまして、業者のほうに採石

道路補修、委託という形で旧百石地区、旧下田地区において業者

のほうにも業務委託しておりますので、そちらと合わせたような

対応を現在しているところであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 ほかにありませんか。 

１番、髙坂隆雄議員。 

 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

２０ページになります。４款衛生費の環境衛生費の中で役務費

手数料５９万４，０００円計上してあります。この内訳をお知ら

せいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 はい。 

 

答弁 環境保健課長 

(松林由範君) 

この役務費につきましては、住民等からさまざまな環境に対す

る苦情等が寄せられたケースがありまして、それに対応して必要

な調査を行う、具体的には、ここの手数料の部分につきましては

土質の調査を行う、その手数料でございます。 

 

 佐々木議長 １番。 

 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

土質の調査ということですので、多分土壌調査のことだと思い

ます。６月議会で同じ科目で１６万８，０００円計上してありま
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す。これは水の調査をする費用だと、こう認識しておるんですが、

それが実行されたのかどうなのか。 

そして今の土壌の診断するのは、いつごろどういう機関に対し

て検査を行うのか、内容まで含めてお知らせください。 

 

 佐々木議長 環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長 

（松林由範君） 

まず１点目の水質調査につきましては、委託する業者に対しま

して、今どういう手順でやるか打ち合わせをして、その資材等の

用具等も準備をして、あとはしかるべき日に向けて調査をすると

いうことで、今もう調査ができる段階になっております。 

それから土壌調査につきましては、土壌の規制ということにつ

きましては土壌対策法という法律に基づくものがあるわけでご

ざいますが、それにつきましては、かなりの広範な種類の調査と

いうことで決められているわけですけれども、今回はそれに準じ

た形で、主に農業等によるさまざまな汚染、畜産も含めてですけ

れども、それらによる土壌への影響等があるかどうか、それにつ

いて関係者等と打ち合わせをした上で、これをやると、やるのが

適切だという判断でやるのであれば、これを実行したいというこ

とでございます。 

 

 佐々木議長 １番。 

 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

６月と今回と補正を組んでいただいたことについては大変あ

りがたく思っております。場所につきましては、多分、二の川の

ことだと思っておりまして、私が昨年９月議会、それから１２月

議会で一般質問で取り上げ、議会広報にも載っておりました。町

に対しても水質の調査等をお願いしたところ、当時はそういう考

え方はありませんということでしたが、前回と今回と予算を計上

したことについては大変前進することになりますので、ありがた

いなと思っております。 

ただ、どうしても、先ほど課長さんは環境が整ったので随時検

査を実施するということでしたが、６月に予算が通ってから、も

う３カ月たちますので、非常に遅いのかなと思っております。昨

年の１０月、１２月議会の前の１０月に私が現場で水を採取した
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際には、県に届け出をして県の職員も来て、その場で一緒に水を

採取したんですが、それは午前１１時ごろだったんですけれど

も、県は午後の２時半に業者の人と別の水をとって採取した検査

結果が出ておりました。 

皆さんにも、この会場で私、水もお見せしたとおり非常に茶色

い汚れた水、汚水ではないかと思われるくらいのひどい水が流れ

ておりましたので、ぜひ、問題がなければいいんですけれども、

問題があるかもしれないという前提で検査をしていただきたい

なと、このように思いますので、よろしくお願いします。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

１４ページの総務費、企画費の１５節工事請負費の電気自動車

電源設備工事ですが、これについては前にも説明があってわかり

ますけれども、利用の仕方について、例えば町内には電気自動車

が大体何台ぐらいあるのか、それから町外からどのぐらい見込ん

で電源を設置するのか、この辺について。 

それからＰＲ、ここに電源設備がありますよというふうなＰＲ

の方法、これについて説明をいただきます。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

お答えします。 

見込みとＰＲについてですけれども、具体的な見込みも今のと

ころ持っておりません。 

ただ、役場の本庁舎の前の駐車するスペースのところに建てて

皆さんから利用してもらえるような急速の電源装置をつくると

いうことにしております。 

ＰＲのほうも同じなんですけれども、広報とホームページと、

そのようなことを考えております。 

以上であります。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 
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なしと認め、第１款議会費から第５款までについての質疑を終

わります。 

次に、第６款農林水産業費から第１０款教育費までについての

質疑を受けます。２２ページから３３ページ。 

質疑ございませんか。 

４番、 山忠議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

２７ページの消防費についての津波避難タワー建設工事費に

ついてちょっと伺いたいと思います。 

この工事費は例の明神山に移転するための工事費の一部を考

えてよろしいのでしょうか。移転に当たっては、きのうの一般質

問でもいたしましたが、明神橋を渡ることの危険性等々指摘をい

たしましたが、それでも移転をというふうな考えでしょうか。 

また１カ月前の『東京新聞』に報道されておって、いかがなも

のか的な報道がなされたみたいです。そして、それを東京にいる

方が、その『東京新聞』の切り抜きをおいらせ町にいる人のとこ

ろに送ってきて、こういうふうな騒ぎになっているよというふう

な話をしてくれたんだそうです。それは今朝、ちょっと情報を得

ましたけれども、いかがですか。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

お答えをいたします。 

まず１点目の工事費の一部であるかということのお尋ねでご

ざいます。移転先の工事費の一部、お見込みのとおりでございま

す。 

なお、この一部を先ほど１０７ページにもありますが、継続費

ということの今年度分の初年度分ということでご理解をいただ

ければと思います。 

それから、次に先般、危険性を指摘したのに、それでもまだ移

転かということだと聞きました。 

我々の考え方といたしましては、災害は姿形をかえてきます。

リスクゼロということは、なかなかできないものと理解しており

ます。当然ながら私どもが考えるハードですべてをカバーできる
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と思ってもいません。当然ながら地域の力、そして個人の力、町

も含めて協働で何とか対策をと考えており、全員協議会でも説明

させていただきましたが、３つのポイント、いわゆる指針やマニ

ュアルの改正による避難可能距離の拡大、それから環境が整って

の明神橋の耐震化、それから将来負担の軽減、この３つのポイン

トを総合的に検討して判断させていただきましたということで

ありまして、３点目の１カ月前の『東京新聞』の内容ということ

で私のほうも情報は知り得ております。 

私どもが計画をしているタワーにつきましては、新聞の内容と

は若干解釈は違いますけれども、私どもは町民のための施設、命

を守る施設ということで全体の津波避難計画の中の１つの事業

であります。それらも踏まえて総合的に考察していただければあ

りがたかったんですが、タワー１点に絞っての考察ということ

で、甚だ残念なお言葉を書かれたということでは残念に思ってい

る次第です。 

ただ、私たちも、これからも新聞報道等につきましても丁寧な

説明をさせていただいて町民にもそういうふうな説明をきちん

とさせていただいて、みんなの協力が必要ですということは力を

込めていきたいと思っております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

そのお答えを逆に町長から、あそこに何としても建てたいんだ

というのであれば、町長から本当はお話をお聞きしたかったんで

すけれども。 

私は、どうしても変更して明神山に避難タワーを建設するとい

うことであれば、やはりきのう一般質問でも指摘しましたけれど

も、避難タワーの収容人員を初め１３４人より避難できないよう

な規模になっているわけです。３・１１の避難実績は３１０人と

いうふうになっているわけですよね。そういう意味からおいて

も、それを参考として３５０人規模のタワーを建てるというふう

なことにしないと町民は安心できないんじゃないかなと思うん

ですよ。 

また明神山への避難路をできるだけ防災計画に整合するよう
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な整備をし、その上で川口、堀切川地区からの避難路である歩道

の整備、例えば夜間の非常照明、風雪・風水害対策及び要援護者

及び児童、あそこには保育園もありますよね、もとのタワーを建

てようとしたところのそばには。そのような児童等弱者の搬送用

の装備の配置及びそれらの拡充等々地域住民と多くの話し合い

を重ねてそのように対応することを何とか考えていただきたい

と、そう思いますが、いかがですか。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

それでは、私のほうからお答えさせていただきます。 

まず１点目、１３４人からなるべく多く収容する工夫というこ

とで伺いました。 

今の現計画でありますが、川口地区を対象とした１３４人とい

うことでは説明させていただきましたが、避難階という避難する

部屋みたいなところは１３４人を１人１平米ということで計算

をさせていただきましたが、プラス屋上にも１３４人屋上は避難

できるものと考えております。 

しかし、私どもは議員のご指摘のとおり１人でも多くという思

いがありますので、これからの設計で、もしかなうのであれば、

その辺も随時検討させていただいて１人でも多く収容できるよ

うな形に調整したいというふうに思っております。 

それから２点目のインフラ整備と援護者等への配慮というこ

とでいろいろご提案をいただきました。ハード面・ソフト面含め

てご意見をいただいたと思っております。 

すべてはできかねますけれども、ご意見を踏まえて私どもがこ

れからタワーのほかハード面が着々とできて形になってきます

ので、それらを踏まえた形の避難計画を最終的に修正してでき上

がるということを目標にしております。使い方も含めて地域の

方々と協議をしながら、訓練をしながら、そして検討していき、

我々の町があくまでもセットしたものは使っていただかないと

生きないということになりますので、この点はやはり住民の方々

の協力をいただき、理解をしていただき、多少不満があろうかと

は思いますけれども、何とか訓練あるいは反省の材料の中に検討
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して満足いくという中で何とか乗り越えていければという思い

でございます。 

 

 佐々木議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

これが最後の質問になりますので。 

まずは移すにしても地域住民の生命と安全・安心を守るため、

いっときの猶予もこれはできる問題ではないだろうと思います。

したがって、完成までのスケジュール、それらをちゃんと明示し

ていただきたい、そう思いますので、いかがですか、それら、で

きますか。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

お答えをいたします。 

議員ご指摘のとおり一刻も猶予はないという認識では同じで

ございます。ゴールは、あくまでも交付金事業という視点からい

くと２７年度末がぎりぎりのゴールでございます。それに向けて

今現在、予算の補正を計上させていただきましたし、これが承認

させていただくことで１０月には国のヒアリングを受けた形で

の申請が可能となりますし、さらにはその申請ができれば１１月

ごろには可能額通知が来るのではないかと見込んでおり、１１月

には入札などの一連の事業が１つ動くというふうに見込んでお

ります。 

最終的には１２月議会に契約議案などを提出できればという

思いで、さらにそれよりもスピード化が図れれば国にまたお願い

をしながら１週間でも１カ月でも早く前倒しできるようにお願

いしてスケジュールを早めて、議員のご指摘のとおり猶予がない

ということで危機感を持って対応したいと思います。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

今の課長の補足をさせていただきたいと思いますし、町長とし

てのお願いの答弁をさせていただきたいと思います。 
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これまでも全員協議会、そして一般質問を通して 山議員さ

ん、質問、多々多くいただきました。ご心配をしていただいてお

りますことに、まず感謝とお礼を申し上げたいと思います。 

先ほど課長が答弁したことに尽きるわけでございます。先ほど

の一刻の猶予もならないということはそのとおりでございまし

て、一日でも早く着工して、いつ来るかわからない津波等に備え

なければならないということで、そして、それを前に進めなけれ

ばならないという思いでいっぱいでございますので、ぜひ町民の

命を守るタワー移設にご理解をいただいて、そして前に進めさせ

ていただきたいということを改めて申し上げさせていただきた

いというふうに思っております。 

移設することに対してのポイントは課長から申し上げたとお

りでございます。期限が決まっております。来年度いっぱい、来

年度に完成をさせなければならないということで、私どもとして

は議員各位の皆さんのご理解をいただいて、そして議決をしてい

ただければ、早速国のほうに申請をして、そして前へ前へと進め

ていくと。そのことが町民の一日も早い安心・安全を与えること

になるだろうというふうに思っておりますので、どうぞ 山議員

におきましてはご理解とご協力を賜りたい、そのように思ってお

ります。ぜひ明神山に移設をさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 佐々木議長 １４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

津波避難タワーの建設工事費、８，３００万余り、これは当初

は６億５，０００万、工事費、満額国から来ると、そういうふう

に認識しておりますけれども、今回の建設工事費、国から工事費

は満額来るというふうに理解していいのかどうか、それがまず第

１点。 

それから２年計画で工事を行うとなれば、今回の８，３００万

余りの工事は入札は１回で終わるのか、それとも入札は、あくま

でも８，３００万余り、また来年入札を行うのかどうか。その点

お伺いいたします。 

それから私も先般、明神山に車で登ってまいりました。避難路、

生活道路ですか、道路幅３メーター前後かなと、こう思っており
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ます。私は先に避難路の整備を行うべきであると、こう思ってお

ります。このことは防災課長にもお話ししたことがありますけれ

ども、なぜ先に避難路の整備をしないんですかと、それから建設

タワーの工事ではありませんかと言いました。お金がどうとかこ

うとか言っていましたけれども、先ほど平野議員のやりとりを町

長は聞いておりましたけれども、力強い答弁であります。お金は

使うんだと。使って町を元気にするんだと、これが町長の答弁で

ありました。２５％まで目いっぱい使ってもいいんだという考え

のようであります。ですから、お金はあるでしょう。なぜ先に生

活道路の整備をしないのか、それをお伺いいたします。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

３点ということで理解をしております。 

まず１点目ですけれども、タワーの予算ですけれども、基本的

には国からの満額ということで、年度は若干違いますけれども、

最終的には満額きちんと来るということで私どもは目指してお

りますので、その満額を獲得するために、ぜひ国と協議を進めさ

せていただき、負担はゼロという方向性で考えています。 

ただ、４分の３という事業費の内訳はありますけれども、後年

度、特別交付税ということで補填されますので、最終的には満額

ということで理解しております。 

もう１つ、２つ目ですが、入札の関係ですけれども、今回設計

が上がってきますので、それらの状況を踏まえて本体あるいは機

械あるいは設備等の関係の、どういう入札方法が適正かというこ

とは担当課である課と協議をさせていただき、それらを踏まえて

町長等へ具申をさせていただき、検討させていただいて適正に執

行してまいりたいということでございます。 

それから、もう１つ、道路整備等のほうが先ではないかという

ことのご意見でございますが、私どもが今、避難タワーを優先さ

せている理由は、２７年度末ということで、あくまで事業がゴー

ルを迎えるわけです。それに沿って、できるだけ早くということ

で、できれば道路の整備のほうも議員おっしゃるとおり一緒に並

行してやりたかったんですけれども、なかなかその優先度が違い
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まして私どものほうの事務の量もありましておくれた感がござ

います。 

しかし、前にもご説明させていただいたとおり、タワーはタワ

ーで進めさせていただき、その生活道路等のものについては、副

町長も答弁していますとおり、検討させて整備させる形のことを

今後検討していますので、ぜひご理解をいただければと思いま

す。 

すみません、基本的に入札は１回ということでご理解をいただ

ければと思います。 

 

 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

入札は１回、これは特殊な工事になるのかどうか私はわかりま

せんけれども、これは地元の業者で工事できるものかどうか、こ

の指名をどのように考えているのか。１１月に入札を行うという

話でございますけれども、この指名をどのように考えているのか

お伺いいたします。 

工事費は満額、これから関係者と協議して、これからの話だと

いうわけですね。満額来るかどうか、課長は満額来ますよという

話ですけれども、間違いなく満額来ると、もう一度答弁をお願い

したいと思います。 

それから、生活道路、私が言うのは町長が一番わかっていると

思いますよ、あの道路は。狭い道路ですね。そして整備する、移

転拡幅、私は相当の金がかかると認識しました。もし、あれを整

備するとすれば、拡幅するとすれば相当のお金が投資しなければ

ならない。それも先ほど町長が言った積極財政投入で、それは乗

り切りますよということだと思いますけれども、避難路の整備に

ついて町長からもお伺いしたいと思います。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

まず１点目ですけれども、特殊な工事かということで、地元の

業者が発注できるかというお尋ねと聞きました。 

私どもの今の現設計、詳細設計をつぶさに聞きながらやってい

くところでは、現在のところ特別難しい工事ではないということ
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で十分地元で受注可能ではないかということの反応は得ておる

ところです。 

それから、満額来るのかというこだわりでございますが、あく

までも補助事業でありますので、設計の段階で、どうしても補助

の対象になる・ならないが一部分出てくる可能性もありますの

で、私どもは今、詳細設計も含めてですが、満額交付対象となる

ように、補助金の対象となるように努力はします。 

ただ、ここで確定ということはなかなか言い切れないところが

ありますので、努力させていただきますという言葉でご理解をい

ただければと思います。 

以上でございます。 

 

 佐々木議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

お答えをいたしたいと思います。私から。 

まず避難道路のことでございますが、確かに私は現場を見てお

りますから、狭いです。ですから私としては最初から拡幅もしな

ければならないということで、並行してやらなければならないと

いうのは課長が答弁したとおりでございます。 

今のところは年度が決まっておりますので、津波タワーをまず

お願いして、そして、その後に道路拡幅についても考えていきた

いというふうに思っております。 

その財源でございますけれども、本当は国からいただきたいん

です。いただきたい。しかし、それも国の基準というのもあって

採択条件もあろうかと思いますので、それはあまりにも都合のい

い話になろうかと思いますけれども、私どもは復興基金というの

を積み上げておりますので、それらも活用しながら前に生活道

路、避難道路をいい方向へ進めて住民の方々が逃げるときに逃げ

やすいような環境をつくってやらなければならないというふう

に思っております。 

また上がってきてからの狭い道路なんかもあるんですよ、直結

する。あれらも全部含めて総合的に、駐車場も含めて、それらも

含めての考えのもとに判断をしながら進めていきたい、整備して

いきたいというふうに考えておりますので、ぜひご理解をいただ

きたいというふうに思います。 
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 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

まちづくり防災課長、設計からいって特殊な工事ではないと、

地元の業者が受注できる工事ではないかという話であります。行

政管財課長ですか、入札の担当の課長は。まちづくり防災課長の

話を聞いて地元の業者で受注できるとすれば、本体、水道、電気、

その辺ですね、地元にいくらでも地元の業者が潤うような指名を

すべきと思いますけれども、行政管財課長の考えもちょっとお伺

いしたいと思います。 

 

 佐々木議長 行政管財課長。 

 

答弁 行政管財課長 

（松林泰之君） 

入札の考え方でございますけれども、今、防災課長が言いまし

たように、そう特殊でないというふうなことでありましたので、

通常、学校あるいは体育館等も地元の業者等が工事してきている

わけですので、そういうことも含めると金額的にも継続費２億

１，０００幾らですか、あと分割発注をするというふうなこと等

からいけば、地元業者を中心とした入札でもいけるのかなという

ふうに私は思っております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

私は今までの津波避難関係については非常に事務のおくれ、既

に３年を経過して、いまだまだ具体的なものが今ようやく示され

ている。当初６億５，０００万の計画があったときに議会にも説

明がありました。その６億５，０００万の事業が組めだったわけ

ですけれども、なぜか今の繰越明許をみれば２億１，８００万、

この差というのは非常に大きいんですよ。 

私は、この計画内容をするのであれば、この６億５，０００万

をもって、いろいろな意味で国のほうへばんばん言ってやること

によって、今２７年までにタワーを建てなければだめだとか、そ

ういうふうな説明が出てこない。３年間何をやってきたかという

ふうに、だから議会でいつも確認しているわけですけれども、や
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はり担当課の事務、それからトップにある者、そういうふうな者

の姿勢、そういうふうなのが私はもっと問われてもよかったんじ

ゃないかなというふうな思いで、担当課のほうも事務のおくれと

いうのを全然気にしていないんじゃないかと私は思うんですよ。

この辺がどうも、行政を執行する側としての認識が。 

今質問しますけれども、タワーについては２７年度までに完成

をさせなければならないというふうなことで、もしこれが２８年

になれば補助金が来ないというふうなことなのか、この辺。 

それから先ほどの説明ですと１００％補助金が来ますという

ふうなことですが、今の予算の計上の仕方を見れば国、県から１

億５，６６３万円補助金を見ていますけれども、３９ページの継

続費について見ますと、特定財源というのは一般財源に振りかえ

をして、その他の財源として計上しているんだというのはわかり

ますけれども、総体的に１億５，６００万のほかにさらに町長が

言った基金を積み立てしたものをこれに充てていくというふう

なのであれば、総事業費が２億１，８４３万９，０００円ですか

ら、これを２カ年でやる、松林議員の質問では一括で入札をする

んだというふうなことですが、この２カ年にわたる部分について

の入札というのは可能かどうか、この部分を確認をしたいと思い

ます。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

お答えをいたします。 

まず事務のおくれ等、それから３年間はということで、当初の

計画をもってすれば、もっと早く進むのではないかというふうな

ご意見でございました。 

確かに議員ご指摘の部分もあろうかと思いますが、少し言いわ

けをさせていただければ、３年間ではなくて、私どものタワーを

当初６億５，０００万であげた当時は、逆に私どものおいらせ町

が他の地域を抜いて早く計画を出し過ぎたという嫌いがあると

私は思っております。 

ただ、申請をさせていただいた後に、その詳細設計を組まなけ

ればならない、そしてヒアリングを受けなければならない、そう
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いう中にいろいろな指針やマニュアルが改正、そして私どもが、

このタワーの２５メートルてっぺん、当初の高さがそういうこと

になりますので、当時は大変大きい建物、タワーでありました。

ゆえにプロポーザルという（「質問以外の部分はカットせい。何

も聞いていない、そういうのは」の声）、大変失礼しました。一

生懸命頑張らせていただきます。 

それから２７年度のゴール、期限ということでございますが、

２７年度までは絶対ということで国から指導を受けております

ので、これを超えることはできないというふうに認識しておりま

す。 

それから２カ年にかかわる入札の件でございますが、私のちょ

っと勉強不足で、今はお答えできませんので、後刻させていただ

ければと思います。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

今の答弁ですと、早く計画を出し過ぎたと。早く計画を出した

ら早く完成するのが当たり前じゃないですか。八戸を見なさい

よ。ちゃんとその期間内に終わっているじゃないですか、ほとん

どの事業が。早く出したから早く終わったんですよ。私は、そう

いうふうな今のような答弁というのは全くもって理解できませ

んよ。計画を立てたら少なくとも進捗、その事務、担当、省とか

そういうふうなものにトップが行って町の思い、そういうふうな

ものを伝えることによって事業がばんばん進むんですよ。八戸は

そういうふうな形で市長が先頭を切ってやったわけですよ。その

辺をちゃんと事務方として、新聞とかそういうふうなものを見れ

ばわかるわけですから、なぜ対応できなかったのかというふうな

のを私は反省すべきだというふうなことを言っているわけです。 

それから２７年までにタワーを建てなければ国のほうのいろ

いろな意味での支障が出てくるというふうなのは理解できまし

た。 

じゃあ、今、町全体の計画、避難道路、階段、それから、いろ

いろなインフラ整備、そういうふうなものというのは、いつまで

に終了するか。本当に金がなくてやらないんじゃなくて積み立て

して基金があるわけですから、なぜそういうふうなのがぼやっと
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していつまでも延ばしていくのか、私は理解に苦しみますよ。も

う一回、全体計画はいつまでなんですか。 

 

 佐々木議長 副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

私のほうから答弁させていただきます。 

まず先ほど多少答弁が不足の部分もありますので、その部分に

ついても触れながら話をしていきたいというふうに思います。 

まず全体として理解していただきたいのは、表現がよくなかっ

たかもしれませんですが、確かにスタートで災害が起きたため

に、その対策の、いわゆる私たち事務用語では頭出しというんで

すが、メニューを出した段階ではよかったし、多くの計画を、壮

大な計画をもって６億５，０００万のプランを出したわけですけ

れども、それが早すぎたという表現をしましたけれども、そうい

うことではないんですけれども、やっていって基本プランを出し

た６億５，０００万を具体的な詳細設計に入る段階で震災の交付

金の補助対象が詳細に示されてきて、そうすると、どうしても町

の持ち出し財源が大きくなるということで計画を変更してきた

というところが事務の遅くなったところの主たる要因だなとい

うふうに思っていますから、それにしても、もう３年も経過して

いるわけですから、ご指摘の事務が遅滞しているという部分につ

いては深く反省していきたいなというふうに思います。 

それから、そのように反省して、もう過ぎたことについてはい

かようにもなかなかしがたいものですから、これから気合をかけ

て取り組んでいきますが、事業費の２億１，０００万に減額した

ということにつきましても、トータルでは、前の６億５，０００

万もそうですが、設計費等これまでの経費がおよそ１億ぐらいか

かっております。それらを含めて今まで話をしてきた３億ぐらい

という、６億５，０００万もそれらのものを全部含めての話でと

いうことで考えていただきたいので、およそ半分になっておりま

す。 

それから補助対象の部分につきましては、補助対象は随分スリ

ムにして、いわゆる補助要綱に沿った形で、できるだけコスト、

それから将来のランニングコストもということで検討してきた

わけですから、ほぼ自分たちとしては満額補助対象になるのでは
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ないかなとは思っています。 

ただ、これから、ご存じのように補助申請をして査定を受けて

いくわけですから、担当課長としては大丈夫だという断言はでき

ないので、そこら辺は理解していただきたいというふうに思いま

す。 

年次についても、うわさとしてはまだ延びるのではないかとい

うような話もありますけれども、それは青森県を除いた福島、宮

城、岩手なのかなとかという話もありますし、そういううわさも

ありますし、実際に延びるのか延びないのかということについて

は今の時点ではとても皆さんに答弁できる状況にはないという

ふうに思っております。 

したがって、私どもとしては、今の決められた中で２７年度ま

でには必ずタワーを建設するという考え方でまとめて仕事をし

ておりますので、ご理解ください。 

それから避難道路につきましても、避難道路はタワーを完成す

るまでに、幸い、先ほど町長が申し上げましたように、災害復興

基金等が積み立てられておりますので、それらを活用しながらタ

ワーが完成する２７年度末までには、できるだけ早くですけれど

も、整備できるようにしていきたい。それら周辺のものについて

は、正直申し上げまして、これまでまだ検討されてきませんでし

たので、今からタワーの工事をしながらになりますけれども、実

質的には新年度予算に向けて、すべてのものが新年度予算ででき

るわけではないんですけれども、これから復興基金等について

は、それなりにまだ時間があるようですから、その活用について

は、これから整理をして皆さんとご相談を申し上げていきたいと

いうふうに思いますから、よろしくお願いいたします。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

今の副町長の説明で理解ができましたけれども、私は町の持ち

出し財源が出るからというふうな形で緊急的な対応をする心構

えというのは間違っているんじゃないかと。今現在だって災害に

対する給付金が入っているわけでしょう。八戸だったらどうしま

すか、延ばしたら。とてもじゃないけれども、水産関係さまざま

なものが経済活動ができなくなるわけですから、やはりそういう
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ふうなものをちゃんと踏まえて判断をしていく、町がそのとき金

を持ち出しても後年度に給付金とかそういうふうなのが浄財が

入ってきてゼロになるわけですよ、そういうふうなのが。早く復

興して経済活動、そういうふうなものが生まれてくることによっ

ていろいろな意味で町のイメージも高まるし、町民の士気も高ま

るんですよ。そういうふうなものが非常に机上での判断だけに頼

っている。もっと外に出ていろいろな形で見てくればいいという

ふうな思いがあります。 

道路幅員とかそういうふうなものも８メーターということで

出ています。さっき 山議員も言いました。災害については、夜

間、風雪、風水害いろいろなものが想定されるわけですよ。私は

前にも言っているように避難道路の幅員については８メーター

なんてそういう話ではなくて、もっと倍以上広めて、例えば川口

地区から避難する１３０何人ですか、１３４人、昼間ですと車を

運転する人がほとんどいないと思いますよ、畑に行って。そした

ら、どういうふうにして歩かせてくるというふうな想定ですけれ

ども、私だったら、例えば農家のトラクターとかそういうふうな

もの、トレーラーに高齢者とか歩けない人を乗せてだれかが１人

トラクターで来るとか、３台で来るとか、いろいろな手段を想定

しながら対応するためには８メーターの幅員だったらだめなん

ですよ。２台、３台車が並んでも避難できるというふうな想定の

もとで避難道路とかそういうふうなものをつくりなさいと私は

提案しているんだけれども、一向にらちが明かないと思うんです

よ。その辺はこれから限られた期間で実施するわけですから、ひ

とつ考慮して設計も組んでほしいと要望して終わります。 

 

 佐々木議長 １５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

同じく津波避難タワー関連について質問いたします。 

先ほど来４番議員、１４番議員、３番議員と質問しております

けれども、まちづくり防災課長の答弁の中で『東京新聞』の記事

は津波避難タワーだけを見ての記事で非常に残念だと。町の総合

防災計画、津波避難計画全体を見てほしかったというお話がござ

いましたけれども、ことこの予算のところに来ましたら避難タワ

ーだけを見てほしいと、全く逆のことをおっしゃっております。
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先ほど１４番議員が、まず周辺の道路等の環境整備が先ではない

かという質問がありましたけれども、それに対しては、町長は持

ち出し財源があっても今後検討、整備をしていきたいという答弁

がございましたけれども、あに図らんや課長には、そういった答

弁をする権限はないので、タワーだけを見てほしいとおっしゃっ

たわけです。 

振り返れば今年の第１回定例会、３月議会、その当時まだ町長

は前任者でございました。そのときに平成２６年度予算提案をさ

れたときに、６億５，０００万の変更前の場所に建てる避難タワ

ーについて国の採択が得られたということで私たちは全会一致

で計上された、提案された予算を承認したわけです。そして２月

末の選挙の後、首長がかわったら突然変更だと。そして２７年度

末までに完成させなければならないということです。 

約半年、計画の変更によって作業がおくれたことも事実だと私

は考えておりますけれども、なぜ変更したのかというその理由で

ございますけれども、当初、建設場所については３・１１の浸水

区域に限ると、原則、浸水区域に建てるものしか認めないという

国の指針がありました。それが変更されて多少浸水区域を外れて

もよいということになったとか、全国の避難タワーの建設費用と

比較しておいらせ町は突出して高いと、もっとコストダウンでき

ないか、そういう国の要請があったということは理由として挙げ

ておられましたけれども、建設地点そのものを変更して、なおか

つ安くして建てようという将来の町の負担費用も少なくしたい

という気持ちは十分理解いたしますけれども、選挙戦の中で、当

時の現職が推し進める避難タワーの建設について反対をしたこ

と、それがどうしても当選した後、現職の進めている計画を認め

て進めることができなかった。そのことによって半年おくれてい

るのではないかと私は考えておりますけれども、いかがでしょう

か。それが１点です。 

それと先ほど課長の答弁が食い違うということも言っている

んですよ。予算についてはタワーだけを見てほしい、新聞の記事

については全体の大きい部分を見てほしかったと。これはちょっ

とおかしいと思うんですよね。 

それともっと簡単な質問を３つ目にします。 

これから避難タワーができて毎年津波避難訓練等されると思
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います。当初の場所における当初の計画では収容人数３００人を

超えたと思いますけれども、今回提案されている避難タワーは避

難室１３４名、屋上、屋根のない屋上を入れても２６８名という

ことですけれども、当初の計画では川口、堀切川地区の人口を勘

案しての規模であったと私は記憶しております。 

そこで避難訓練、今後行う中で、その避難タワーに１３４名収

容するとして、先に近くの住民が避難してきた場合に入室を拒否

するのか。 

具体的に言うならば、川口地区専門の避難タワーですよという

ことで川口地区の住民に許可書、通行許可書あるいは切符でも渡

しておくのか。その切符がなければ、この避難タワーには登れま

せんよというふうにするのか。いざ災害、いざ津波警報が出され

れば我先と避難したいのは当たり前の話でございます。そこでだ

れを優先して避難タワーに避難させるのか。弱者は一番遅く来る

んですよ。来たときに川口地区から５０分かけて毎秒５０セン

チ、毎秒０．５メートルの人が５０分かけて来たときには満杯で

１人も入れない、そういう人をどのようにするのか、そこの具体

的な対応についてお答えいただきたい、これが３つ目です。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

それでは、馬場議員にお答えをいたします。 

まず新聞等の関係でございますけれども、あくまでも新聞の内

容についての部分を見れば当町の全体の部分を見てほしかった

という意味でございまして、今タワーの予算だけを挙げていると

いうことの意味とは若干私のほうの説明がちょっと足りなかっ

たのかなと思っております。 

予算は基本的に精査させて、今、設計等が上がった順次皆様方

にお諮りして承認をいただくという順番がございます。 

それから２つ目でございますが、選挙とそのタイミングという

ことで理解しましたが、おくれたということは、いささか大変残

念ですが、申しわけないと思っております。 

ただ、それがためのおくれたという理由とはまた異なるという

こともまた１つであり、先ほど前回にもお話しした３つのポイン
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トの解釈あるいは耐震化等のポイントも含めて総体的に勘案し

て検討した結果だということをまたご理解をいただければと思

います。 

もう１つに、３つ目は大変厳しい質問と受け止めております。 

私どもは津波避難計画、今、タワーがない状態でつくっており

ますが、そのタワーができ、松原地区に階段をつくり、百石道路

にも階段をつくり、そしていろいろなソフト事業も含めて全体で

やろうとしているわけですけれども、もちろん四季を通じての関

係でサイン、表示板等の設置も考えております。それらをソウコ

ウして先着順で来た場合どうするのかというご懸念は私どもも

想定しなければならない範疇だと思います。突然の災害ですの

で、住民がパニックになるということを想定はして、今後それら

のことを検証しながら避難計画をきちんとつくって、これであれ

ば十分住民の方々にご協力をいただけて避難できる内容という

ことで、きちんとお示しをさせていただいて実動訓練をやり、反

省をして少しずつではありますが、段階を踏んで充実した内容で

皆様方に納得していただけるように工夫させていただければと

思います。 

以上です。 

 

 佐々木議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

私からの部分があるように思いますので。 

津波タワーについて、まちづくり防災課のほうでは本当に一生

懸命、昼夜を問わず、夜遅くまで頑張っているのは私も見ており

ます。しかし、結果として、こういうふうにおくれてきたことも

事実でありますので、深く反省すべきところは反省したいという

ふうに思っております。 

私が町長就任したのは３月２６日でありますけれども、それか

ら町長室に入ってヒアリングを受けながらいろいろ議論しまし

たけれども。だから、私がかわったからおくれたということには

当たらないと思っています。 

というのは、行政の継続性というのがありますし、いろいろな

もののこれまでのまちづくり防災課長が説明したように非常に

２年たち、３年近くになると変化してきているんですね、基準も。
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いわゆる国の基準等も。それらも踏まえての今度は、どうしたら

継続性を保ちつつ避難タワー、住民の命を守れるかということで

のベターな方法は何かということで一生懸命議論しながらやっ

てまいりました。結果として移設ということが総合的に判断し

て、いいということになったわけであります。確かに説明会をし

たりしておりましたから移設にかかわることで地区の説明会等

があったのは事実でありますが、それと並行して、やはり移設に

ついての津波タワーの問題についても国ともすり合わせをやり

ながら前に進めた経緯があります。 

ですから、私がなったからおくれたということではありませ

ん。本当に一生懸命、担当課はやってきているというふうに思っ

ておりますので、今ここで、もう年度は２７年度で決まっており

ますので、何としてもひとつご理解をいただきたいというふうに

思っておるところでございます。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

おっしゃるとおり担当課は一生懸命やっていると思います。首

長の指示を受けながら、あるときは右へ突っ走り、あるときは左

へ突っ走り、昼夜を問わず一生懸命やっておられると思いますけ

れども、課長の答弁の中に、今後防災計画をきっちりつくって納

得してもらいたいと考えているということですけれども、現時点

で想定できる避難タワーへ避難できる人をどうやって色分けす

るのか、現時点で想定できるお考えをお聞きします。 

それと町長の答弁の中で町長がかわったからおくれたという

わけではありませんという答弁でございましたけれども、しから

ば、当初の建設計画を承認した私たち議会に対して、計画の変更

は議会の承認を得る必要がない、そちらのほうがベターだと判断

したと。私たちの意見は聞いていないわけですね。ただし、お金

の承認は議会の承認が必要だから、しようがないから議案として

提出されているわけですけれども、しからば、当初の計画どおり

の場所で国が求める予算の削減、そういったことに努力をして進

めた場合、どちらが早く計画が進んでいたと思うか、そのことを

お尋ねしたいと思います。 
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 佐々木議長 答弁を求めます。 

まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

１点目の色分けの方法ということのご質問でございますが、私

どもが計画している分については、あくまでも計画上は川口地区

の１３４人という説明をさせていただきました。そして、その施

設の使い方も地区の説明会においては、すみ分けをさせていただ

いて地域を区分をさせていただき、松原の階段やらそれらの形で

きちんと住民に周知をさせていきますよという説明をさせてい

ただきました。あくまでも私どもはそれらをきちんと使い分けて

いただくように、きちんと説明をさせ、周知をさせていただいて

訓練も含めてこれから充実した使い方あるいは避難の方法を示

させていただきたいというふうに思っております。 

 

 佐々木議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

川口地区に津波タワーをそのまま前町長のやっておられると

おりやったほうが早かったのか、それから今の移設のほうが早か

ったのか、それを聞かれていると思うんですけれども、それがや

ってみないとわからないのが現実だと思います。 

とにかく当時の町長さんもそれよしとして皆さんと一緒にや

ってきたわけでございまして、それはそれとして、私も行政の継

続性ということを考えながらも先ほど申し上げたことをやって

きましたけれども、いずれにいたしましても、その日一日一生懸

命取り組んでやってきたということで、どっちが先になったかと

いうのはちょっとわかりませんけれども、川口地区にすれば早く

完成したのか問われても、それはちょっとわかりませんので、い

ずれにしてみても私がバトンタッチをしてからも担当課ととも

に国のすり合わせ等々いろいろなことをスタッフと一緒に真剣

に一生懸命スピードアップを図るように頑張ってきたというこ

とはご理解を正治さんにはお願いしたいと思います。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 ３回目になりますけれども、お考えについては、立場上の答弁
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（馬場正治君） については理解をいたしますけれども、間違いなく３月議会で私

たちが承認した予算で４月から着手していれば、もう工事は進ん

でいるだろう。用地の買収も済み、着工されているということが

十分想定されるわけです。計画の変更があって３月に承認した予

算を今回補正で提案しているので、間違いなく６カ月それでおく

れているということは事実だと私は申し上げたい。それに対する

反論があるのであれば、どうぞお聞きしたいと思います。 

 

 佐々木議長 防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（中野重男君） 

若干説明が足りなかった部分があろうかと思います。 

今回の工事費につきましては、工事費はあくまで今回、詳細設

計がまだできませんが、概算ということで今回計上させていただ

きました。こういうことで前の６億とかあれは、あくまでも計画

の中で、であれば国が調査設計などで先に調査設計をしてくださ

いということで調査設計費を盛ったと。そして、今その工事費が

上がったという順番でございます。 

それから、大変申しわけありません、先ほどの平野議員のご質

問の入札の件でございますが、入札は１回で初年度でやります

が、前払いという形で契約の中の前払い金という形で今回の設定

をさせていただいているということでございます。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、第６款から第１０款までの質疑を終わります。 

以上で歳出全款についての質疑を終わります。 

 

 佐々木議長 ここで時間を延長いたします。 

それでは３０分まで休憩いたします。 

  （休憩 午後 ３時１６分） 

 馬場副議長 議長を交代し、会議を開きます。 

  （再開 午後 ３時３０分） 

 馬場副議長 次に、給与費明細書及び継続費に関する調書並びに地方債に関

する調書について質疑を受けます。３５ページから４２ページで

す。 
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質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、給与費明細書及び継続費に関する調書並びに地方

債に関する調書についての質疑を終わります。 

次に、第２表、継続費及び第３表地方債補正についての質疑を

受けます。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、第２表及び第３表についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第４８号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 次に、日程第１６、議案第４９号、平成２６年度おいらせ町国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてを議題といたし

ます。 

当局の説明を求めます。 

環境保健課長。 

 

当局の説明 環境保健課長 

(松林由範君) 

それでは、議案第４９号についてご説明申し上げます。 

議案書の１０９ページをごらんください。 

本案は既定予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２６７万６，０

００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億３，１３

６万４，０００円とするものであります。 

歳出の主な内容につきましては、定期人事異動により人件費を

減額したほか、保険給付費及び平成２５年度事業実績により療養

給付費等の国庫負担金の返還金を計上するものであります。 

歳入の主な内容につきましては、療養給付費等交付金及び平成
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２５年度からの繰越金を計上し、繰入金を減額するものでありま

す。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入全款についての質疑を行

います。 

質疑ございませんか。ページ数は３ページから４ページです。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

次に、歳出全款についての質疑を行います。５ページから８ペ

ージです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、歳出全款についての質疑を終わります。 

次に、給与費明細書についての質疑を受けます。９ページから

１０ページです。 

３番、平野議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

９ページですが、一般職の職員数が１名減になっております。

これは退職されたのですか。ちょっと説明願います。 

 

 馬場副議長 答弁を求めます。 

総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

それでは、お答え申し上げます。 

人事異動によりまして、国保会計から一般会計のほうに異動し

たということでございます。 

 

 馬場副議長 ３番、平野議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

会計間の異動というふうなことでありますけれども、じゃあ、

国保事業の総体的に予算が減っているわけでもないんですけれ
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ども、業務量が落ち込んで減らしてもいいというふうな見込みな

のか、ちょっと減になった理由というのはもっと詳しく説明でき

ますか。 

 

 馬場副議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

ちょっと言葉足らずでありました。 

育児休暇で休んでいた職員が復帰したということになります。

仕事に対しての人が減ったということではなく、それまで育児休

暇で休んでいたということでございます。ですので、仕事への影

響といいますか、それはないものと思っております。 

以上です。 

 

 馬場副議長 環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長 

(松林由範君) 

私、昨年その人事で、この予算のときに担当しておりましたの

で補足したいと思いますが、環境保健課の国保担当の職員が育児

休業に入って、そのまま在籍したままの状態、昨年度からそのま

ま在籍したままの状態でした。当初予算は、ご存じのように１２

月時点で取りまとめをして３月で議決しておりますので、１人多

い状態での予算を見ておりました。それを定期人事異動によりま

して当該職員が異動したことによりまして１減という形になっ

たということでございます。 

 

 馬場副議長 ３番、平野議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

それだと了解しました。 

今の説明で補正前が６で、補正後が５になっているわけですか

ら、減っているわけですね、実際に。ただ、積算時点で育児休業

中の者を含めて６で計上したんだというふうなことであれば理

解できます。 

ただ、私が質問でも言っていますように、非常に保健業務とい

うもののサービスが職員にとっては事務処理、そういうふうなも

のからいっても条件が満たされているというふうな理解はして

いないようで、こういうふうな余裕があったら保健師とかそうい
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うふうなもののサポートの事務をさせるとか、そういうふうなこ

とにも充ててもらえたら、さらに町民の、いろいろな意味で健康

管理、そういうふうなものができるんじゃないかということで質

問しました。課長にあっては、この辺を心にとめて対応していた

だければと思います。 

以上です。 

 

 馬場副議長 ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第４９号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 次に、日程第１７、議案第５０号、平成２６年度おいらせ町奨

学資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とい

たします。 

学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（泉山裕一君） 

では、議案第５０号についてご説明申し上げます。 

議案書の１１２ページから１１４ページをごらんください。 

本案は既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０

１万１，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を１，６２６万３，

０００円とするものであります。 

その内容について申し上げますと、歳出については貸付金額の

確定により貸付金１２６万円を減額、５件の寄附金があったこと

により積立金を２４万９，０００円増額するものであります。 

一方、歳入におきましては、寄附金収入を２４万９，０００円
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増額、また貸付金額の確定により基金繰入金を１３７万７，００

０円の減額をするものです。このほか２５年度の当該会計の決算

剰余金が発生することから前年度繰越金１４万６，０００円を増

額するものです。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。１３ページから１５ページです。 

３番、平野議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

この奨学金のあり方について質問させていただきます。 

奨学金については、きょうの新聞で八戸市は八戸市教委が返済

不要の奨学金を新設するというふうな考え方が示されておりま

す。一般奨学金と条件付奨学金で、条件付については少額免除と

なる特別奨学金の２種類があると。そのほかに今、新設する返済

不要、これについては高校、大学生、安心して教育を受けさせよ

うというふうなのが狙いだというふうなことであります。 

やはり奨学金については元本償還が町の場合は、それを原資に

して運用しているわけで、そうしますと、そういうふうな返す見

込みがない母子家庭とか、そういうふうな子供を持つ親にしては

後年度負担になるし、そしてまた奨学金を受けた者でも順調に成

長すればいいんですけれども、卒業してから就職、そういうふう

なもので返済能力がない、そしてまた、それが未収になっていく

というふうな現状が、そうなっているんじゃないかと私は思いま

す。 

町としても、いろいろな子育て支援とかそういうふうなものは

義務教育過程については整っていますけれども、やはりもともと

能力を発揮する高校生以上、そういうふうなものについては本当

にこれはというふうなものについては八戸みたいな制度があっ

てもいいんじゃないか。例えば人が医師になるとか、そういうふ

うなものが見込める者、そういう優秀な者については返さなくて

もいいというふうな町が思いを伝えることによって、またさらに

頑張ると思いますし、町のいろいろな意味でのＰＲ、そういうふ
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うなものにもかかわってくるんじゃないかと思いますが、まず教

育委員会としての考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

 

 馬場副議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

新聞についておりました八戸市の取り組みなんですけれども、

非常になかなかすばらしい取り組みをしているなというのが正

直な感想でございます。 

改めて私どもも原資がございます。原資を次の世代まで引き継

ぐのも私どもの義務ではないかと私は思っております。新たに入

ってくる財源があると、ああいうふうなことも考えられるのかな

というのが正直な考えでございます。 

ただ、今回、八戸市のほうであのような取り組みを行っていま

すが、今後おいらせ町でやるか否かは別にして、せっかくの機会

ですので、今後のために勉強がてらお話を聞くのもよいのかなと

感じております。 

以上になります。 

 

 馬場副議長 ３番、平野議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

課長は新聞を見てそのまま言っていますけれども、やはり教育

委員会としても、そのスタンス、独自の発想があるかどうかとい

うふうなのは、教育長でも委員長でもいいんですけれども、その

思いをお聞かせいただきたいと思いますし、私は今の原資だけで

はなくて、例えば教育資金を受けた方で大学を卒業し、そしてま

たいろいろな企業に就職して地位についている人があります。私

はやはりそういうふうな方々が一生懸命町を思い、償還をしなが

ら気持ちが常においらせ町にあるというふうなのはすばらしい

ことだなと思いますし、原資のほかに教育委員会そのもので、も

っと収入を得るような手だて、方法があれば、例えば独居の場合

ですと、八戸の場合ですと、東京にある学生寮の跡地を賃貸して、

その収入を充てるというふうな、原資を生み出そうというふうな

ことで発想しております。 

町としても、例えば町有地とかそういうふうなものを有効活用

してそちらの財源に充てようとかというふうな発想もあっても
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いいんじゃないかと思いますが、加藤教育委員長はずっと長いわ

けですから、その辺教育委員会として方向づけは将来的に可能だ

というふうな思いがあるのか、必要だというふうな思いがあるの

か、委員長のほうからお聞かせいただければと思います。 

 

 馬場副議長 職名を告げ、挙手をしてから発言してください。 

教育委員長。 

 

答弁 教育委員長 

（加藤正志君） 

今、平野議員からお尋ねがありました奨学金でございますが、

理想としては大変すばらしいと私自身思いますし、原資がありま

すと、ぜひそういう将来を背負って立つ、特に先ほどもお話あり

ました高等教育、特に。そして高等教育については非常に教育資

金がかかるということはよく言われておりますし、奨学金も返済

をできかねる方が、やはり今の社会情勢を反映していまして、な

かなか就職につけないと。返済もかなり滞っている方もおりま

す。そういう中で当町出身の方に、そういう高等教育を継続して

いく勉学の機会を与えるという意味では私も賛成でございます。 

ただ、いかんせん、それをどういうふうに資金を、財源を確保

していくか、それについては、また教育委員会として、そして考

えていきたいと思いますので、今現在の時点では、すぐやるとか、

将来的な展望として考えて、私どもも知恵を絞っていきたいと思

いますので、そういうことでご理解していただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

 馬場副議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

先ほどの提案理由で若干間違いがございましたので、訂正させ

ていただきます。 

最後のほうで２５年度の当該会計の決算剰余金が発生するこ

とから前年度繰越金１４万６，０００円を増額すると言いました

が、正式には１４万５，０００円の増額になります。大変申しわ

けございませんでした。 

 

 馬場副議長 ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－９０－ 

 馬場副議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第５０号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 次に、日程第１８、議案第５１号、平成２６年度おいらせ町公

共下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題といた

します。 

当局の説明を求めます。 

地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

議案第５１号についてご説明申し上げます。 

議案書の１１５ページから１１８ページをごらんください。 

本案は既定予算の総額に歳入歳出それぞれ４８万円追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１億８８５万４，０００円とする

ものであります。 

その主な内容につきましては、歳出では職員の児童手当額変更

等に伴い、人件費を増額することと、平成２５年度馬淵川流域下

水道維持管理負担金の精算に伴う負担金を追加計上し、歳入では

平成２５年度決算の確定により前年度繰越金を追加計上し、これ

に伴い一般会計からの繰入金を減額するものであります。 

なお、地方債の補正につきましては、事業費の変更に伴い、限

度額を変更するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 
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第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 

 馬場副議長 次に給与費明細書及び地方債に関する調書についての質疑を

受けます。２１ページから２３ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、給与費明細書及び地方債に関する調書についての

質疑を終わります。 

次に第２表、地方債補正についての質疑を受けます。議案書の

１１８ページです。 

（「副議長…俺のがないんだよ」の声）、事項別明細書に給与費

明細書のページがありますよ。（「はい、了解」の声）、いいです

か。はい。 

それでは、次に第２表、地方債補正についての質疑を受けます。

議案書の１１８ページ。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、第２表についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第５１号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 次に、日程第１９、議案第５２号、平成２６年度おいらせ町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とい
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たします。 

当局の説明を求めます。 

地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

議案第５２号についてご説明申し上げます。 

議案書の１１９ページから１２１ページをごらんください。 

本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ１１６万１，００

０円追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，５１１万円

とするものであります。 

その主な内容につきましては、歳出では、住吉地区マンホール

ポンプ１カ所の老朽化に伴う更新工事費を追加計上し、歳入では

平成２５年度決算の確定により前年度繰越金を追加計上し、これ

に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。事項別明細書２７ページから２８ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第５２号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 次に、日程第２０、議案第５３号、平成２６年度おいらせ町介
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護保険特別会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

介護福祉課長。 

 

当局の説明 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

議案第５３号についてご説明申し上げます。 

議案書の１２２ページから１２４ページをごらんください。 

本案は既定予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１８７万６，０

００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億２，４３

８万円とするものであります。 

その主な内容につきましては、歳出では平成２５年度介護給付

費の確定に伴う国庫等への返還金を計上し、歳入では前年度繰越

金を計上いたしました。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。事項別明細書３１ページから３５ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

次に、給与費明細書についての質疑を受けます。３７ページか

ら３８ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第５３号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 次に、日程第２１、議案第５４号、平成２６年度おいらせ町公

共用地取得事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とい

たします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

それでは、議案第５４号についてご説明申し上げます。 

議案書１２５ページから１２７ページをごらんください。 

本案は、歳入におきまして前年度繰越金２０万６，０００円を

計上し、これに伴い、一般会計繰入金を減額するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入全款についての質疑を行

います。事項別明細書４１ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、歳入全款のついての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第５４号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 次に、日程第２２、議案第５５号、平成２６年度おいらせ町後
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期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてを議題といた

します。 

当局の説明を求めます。 

環境保健課長。 

 

当局の説明 環境保健課長 

(松林由範君) 

それでは、議案第５５号についてご説明申し上げます。 

議案書の１２８ページから１３０ページまでをごらんくださ

い。 

本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ６８万円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５，２８２万５，０００

円とするものであります。 

歳出につきましては、平成２５年度の精算により後期高齢者広

域連合納付金を増額し、歳入につきましては、平成２５年度の繰

越金を計上するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。４５ページから４６ページ。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第５５号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 次に、日程第２３、議案第５６号、平成２６年度おいらせ町病
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院事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

病院事務長。 

 

当局の説明 病院事務長 

（山崎悠治君） 

それでは、議案第５６号についてご説明申し上げます。 

議案書１３１ページをごらんください。 

本案は、当初予算の第３条に定めました収益的収入及び支出の

既決予定額に２８８万９，０００円を追加し、予算の総額を１０

億５４９万４，０００円とするほか、第４条に定めました資本的

支出の既決予定額に１，００８万５，０００円を追加し、支出予

算の総額を１億１，９８９万２，０００円とするものであり、資

本的収入の不足額３，４５７万４，０００円につきましては、当

年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。 

続きまして、補正予算の主な内容についてご説明申し上げま

す。 

補正予算に関する説明書４７ページをお開きください。 

まず収益的収入の１項医業収益では７月末現在の患者数が当

初予算で見込みました患者数に達していないことから入院及び

外来収益を減額したものであります。 

２項医業外収益では、２目他会計補助金に不採算地区病院に係

る経費として一般会計からの繰入金３２３万９，０００円を追加

し、８目訪問看護ステーション収益では医療保険の利用者の減に

より一般訪問看護療養費を２２０万円減額し、収入額が支出に対

して不足する分として一般会計からの繰入金を他会計補助金に

５００万５，０００円を追加しております。 

また３項特別利益の２目過年度損益修正益では会計制度の見

直しによりリース資産の償却済みの分として過年度長期前受金

戻入を計上したところでありますが、正しくは、このうち減価償

却済みの分を控除した額を計上するものであったため、これを減

額し、新たに過年度リース料戻入として、さらに修学資金の貸付

金は資本的支出により経理することとしたことに伴い、過年度修

学資金貸付金戻入を追加計上したものであります。 

次に、４９ページ、収益的支出の１項１目では訪問看護ステー

ションに対する職員の配置がえや育児休業、事務職員の減による

給与費の減額であります。 
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続きまして、５０ページの３目経費では、医療機械の年数経過

とともに修繕費が嵩んできたことから補修委託へ切りかえるた

めの経費等を計上しております。 

５１ページの２項５目の訪問看護ステーション費では、３月末

で臨時看護師が１名退職したことに伴い、４月から職員２名、臨

時職員１名体制としたことから配置がえした職員給与費の追加

と臨時看護師給を減額し、６目修学資金貸付費では国の基本通知

により正しくは出資金、貸付金等は資本的支出に計上することと

されているため、これを減額し、資本的支出へ振りかえるもので

あります。 

５２ページでは８目長期貸付金貸倒引当金として修学資金貸

付金貸倒引当金を、３項特別損益には過年度修学資金貸付金貸倒

引当金を計上しております。 

次に、５４ページの資本的支出の１項建設改良費には今年度の

診療報酬の改定に伴い新設されました包括ケア、入院医療管理料

の施設基準の算定条件をクリアするためのＤＰＣソフトウエア

購入費と３項に投資その他の資産として収益的支出から振りか

えしました修学資金貸付金を計上しております。 

なお、収入額が支出額に対して不足する３，４５７万４，００

０円は当年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

本案については議案書と補正予算実施計画により一括で質疑

を行います。議案書の１３１ページから１３２ページ、実施計画

の４７ページから５５ページでございます。 

１４番、松林議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

ちょっと何点かお伺いします。 

入院の収益とか外来収益、７月末で患者数が減っているという

ことですけれども、１，２５０万余り減額しております。当初見

込んだ入院患者、外来患者、何名減ってこの数字に、減額した後

の数字を教えてください。 

この時期でこの減額ですから、今後３月までもっと患者が減る
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可能性はあると、そのように事務局長は思っているのか、お伺い

します。 

それから、看護師とか事務員の育児休業、事務員は減額、この

まま減っている理由、事務員は減額をしても支障はないというこ

となのか、その点、金額の減っている要因をもう一度お伺いした

いと思います。 

それから、ちょっとわかりにくいんですけれども、修学資金の

貸付金３００万減額したり、次のページでは長期貸付倒引当金、

ここには３３０万追加しております。５４ページは長期貸付、長

期貸付というのは、ここに５万円というのが１人、６０万と書い

ていますけれども、これは長期というのは何年を指して長期貸付

になっているのか、その点お伺いします。 

 

 馬場副議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（山崎悠治君） 

それでは、お答えいたします。 

まず入院と外来の患者数でございますけれども、当初、予算で

計画しておりました人数に比較いたしまして、これは７月末現在

の比較になりますけれども、予算のほうでは年間分の患者数を見

込んでおりますけれども、これを毎月１２等分いたしまして、そ

れを計画額としております。 

それに対しまして、入院のほうでは計画額が６，８５６人に対

して７２０人減の６，０２２人、昨年の実績からいきますと１１

４人増の６，１３６人となっております。計画に対しましては９

割方ということになります。 

外来でございますけれども、こちらのほうは計画が７月末で１

万４，４３１人に対して、ちょっとお待ちください。計画が１万

４，４３１人に対して１，８２６人の減。実績でございますけれ

ども、こちらは昨年に比較して１，０４３人の減、計画に対する

比率は８７％となっております。 

ご指摘のように、このように減って、当初予算で見た分よりは

減ってはきておりますが、実績では入院患者が微増、外来患者は

減ということで、このように推移していくかとは思いますが、予

算で見込んだよりは、かなり減少になるのではないかと予想して

おります。 
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それから給与費でございますけれども、給与費では、この減額

につきましては訪問看護ステーションのほうに職員を１人、病棟

のほうから持っていったと、これは３月末で臨時職員が退職にな

ったために訪問看護ステーション３人なければ、なかなか継続は

難しいものでございますので、そのために職員、今までは１人だ

ったんですけれども、２人体制にして３人を確保したということ

で、あと事務職員のほうは病院には昨年まで４名の職員が配置に

なっておりましたけれども、これが３名になりましたので、その

分の職員給与を減額したと。そのほかには育児休業、これらのも

のの給与を減額しております。 

次に、長期貸付金でございますけれども、これは地方公営企業

法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に関す

る取り扱いという国からの基本通知があるわけなんですけれど

も、これによりますと、資本的支出には建設改良費、それから企

業債償還金、そして一般会計からの長期借入金償還金、そのほか

に出資金、貸付金等を計上することとされております。今までは

収益的支出のほうに計上してきましたけれども、これからいく

と、それが誤りであったということで、今回、資本費のほうに長

期貸付金として計上させていただきました。 

それで、どのくらいの長期貸付金かということのご質問です

が、こういう学生とか、あるいは職員に対する貸付金、この貸付

金そのものはこちらの資本的支出のほうに計上するということ

とされております。 

それで、ここの修学資金の貸付金６６０万でございますけれど

も、これは現在、３名の方に貸し付けしておりますので、それぞ

れ貸付期間は、１人の方は来年の３月で終わりますが、そのほか

は２９年の３月、３１年の３月、ここまでの期間で貸し付けをす

ることとしております。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 １４番、松林議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

患者が減ると病院の経営にも支障が出てくると思って質問す

るんですけれども、入院患者では７５６人ですか、通院患者では

１，８００を超えているという答弁ですけれども、これは年間を
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プールしての患者が主であろうということだろうと思いますけ

れども、この数字でおさまると、１年間通して患者の減るぐあい

は、このくらいでおさまるであろうという事務局長の見解なの

か、お伺いいたします。 

もしかすると、もっと減る可能性もあるよということなのか、

お伺いいたします。 

それから事務員は去年までは４名だったと。そして今回は３名

になりましたということですけれども、３名体制で支障はない

と、このように理解していいのか、お伺いいたします。 

それから、もう１点は現在、修学資金、この貸し付け、病院の

先生の卵の貸付金だと思いますけれども、現在１名で私は理解し

ていますけれども、この修学資金。それでよろしいでしょうか。

その点、３点お伺いいたします。 

 

 馬場副議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（山崎悠治君） 

それでは、お答えいたします。 

まず患者の減でございますけれども、当初予算で見込んだ患者

数に対しては、まだこれからも減っていくと思われます。ただし、

昨年から比較していきますと、先ほども申し上げしたけれども、

入院患者数では昨年よりはふえてきておりますが、外来患者では

長期処方等の影響もありまして実数が昨年よりも減ってきてお

ります。 

しかし、外来に関しましては患者１人当たりの収益のほうはふ

えてきておりますので、収入がなければ支出も少ないということ

にはなりますけれども、このままの状況でいきますと、昨年と同

じぐらいの収益が見込めるのではないかと思っております。 

それから、事務職が４名から３名に減になったということでご

ざいますが、これで支障がないかということですが、病院としま

しては職員４人体制でやっていきたいとは考えておりますが、い

ろいろな事情がありまして、今現在３名の配置になっておりま

す。それを補填するために臨時の事務職員を採用して対応してお

りますので、これで何とか乗り切っていきたいと考えておりま

す。 

それから奨学資金の貸付金の人数でございますけれども、現在
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貸し付けしている方は弘大の今現在６年生ですね、この方が１人

と、それから同じく弘大の２年生の２人、それと岩手医科大の生

徒、この３名に貸し付けをしております。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 ほかに質疑ございませんか。 

３番、平野議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

今のをもう一回確認します。５４ページ。弘大の６年が１名、

それから２年生が２名。この奨学金の貸付金で見れば５万円が１

人、２０万が２人、１２カ月、それから６月が１人ということで

４人になるんじゃないかなと思うんだけれども、この内訳をもう

一回説明をお願いします。 

私もこの病院の、昨年もそうですけれども、今、決算のほうで

もまた出てきますから、ただ、ちょっと私が気になっているのが

１つあります。 

というのは、外来の部分で今現在、午後休診が週２回あったよ

うに感じましたけれども、そうなりますと、外科とかそういうふ

うな部分で手術があって午後休診というのはわかりますけれど

も、それ以外のものも全部休診になっている、本来休診しなくて

もいいところも休診になっているように聞いていますけれども、

ほかの病院、公立病院ですと午後休診というのは、例えば曜日を

決めて手術をする日を定めているから、その部分が休診だよとい

うふうなことで、関係ない部署は診療しているわけで、その辺病

院の場合は全部が休診というふうな形で聞いたんですが、そうな

りますと、例えば医師が午後休診で診療をしないことになるわけ

で、そうすると、事務的な部分も業務が減るわけで、そしたら業

務が減ることになるんじゃないですか。委託をしてちゃんと請求

事務とかそういうふうなのがいるわけですから。 

やはりどうやって稼働させて、それだけの業務実績を上げるか

というふうな部分については、一番頭の医者が、給料の高いとこ

ろが休診だというふうなことになれば、私はちょっとそこが合点

いかないんですけれども、この２点ちょっと説明いただきたいと

思います。 
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 馬場副議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（山崎悠治君） 

それでは説明いたします。 

先ほど松林議員の説明で少し不足がありましたので、それもあ

わせてご説明いたします。 

この予算書に掲載している６６０万、５万が１２カ月、２０万

が１２カ月の２人と。その下に２０万が６カ月で１人ということ

で４人の人数になるんですけれども、現在貸し付けしているの

は、上２段の３名になりまして、今もう１方、これは自治医科大

の２年生になりますけれども、貸し付けを希望されておりました

ので、今回の予算に補正で追加計上したものであります。 

それから診療休診日でございますけれども、公立のほとんどの

病院というのは大体午後が毎週というんですか、月曜日から金曜

日まで休診というところが多いわけなんですけれども、当院と

か、あとは名川さんとか、六戸の比較的小規模のところは午後も

やっておりますけれども、当院に限りましては火曜日と木曜日を

手術日として、午後をその手術の日に割り当てしております。当

然それに対しては外科の医師が担当するわけなんですけれども、

それ以外に内科等もございますが、内科の場合も、例えば老人福

祉施設であります特養、こちらのほうの嘱託医とか産業医なんか

もやっておりますので、それに対しては交代でそれぞれ行ってお

りますし、あと会議等もございます。それらの日に振り当てをし

ておりますので、ただ休んでいるということでは決してございま

せん。 

そういうふうな体制をとってずっとやってきておりますので、

これからもそういう形で継続されていくと思ってはおりますが、

これでも医師等がもっとふえてくれば別な形での対応ができて

くるかとは思いますが、少ない人数で、それも当直、月、大体５

回、日直等もございますので、それらのこともいろいろと考えあ

わせますと、医師は朝の８時から当直なんかやると翌日の夕方５

時まで３３時間という時間働いておりますので、非常に週５回と

か６回という当直なんかは、やってみると非常に大変な業務にな

りますので、その辺のところも考慮していただければと思います

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

以上で終わります。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１０３－ 

 

 馬場副議長 ３番、平野議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

５４ページのところですと、そうすると１２月と書いています

けれども、これは１２カ月の、掛け算ですから、そういうふうな

単位になるかと思います。そうすると、今の予算の組みかえをし

ているわけですから、実際に補正されている額というのは自治医

科大に要する２０万掛ける６カ月、１人。１２０万がふえたとい

うふうなことで理解をしていいのか、ちょっとそこのところもう

一回お願いします。 

それから医師の関係ですけれども、当直、月５回、５日、そう

すれば他の規模の小さいところというのは私が六戸の病院のほ

うを聞いたら１０回だそうです。３人で。そういうふうな先生も

いるというふうなことで、まず。前の赤字のときがそうでしたよ。

３人で回していましたから。 

私は、病院というのは、いろいろな意味で本当に過酷なところ

だというふうなのはよくわかりますけれども、まずはドクターが

働かなければ収入は上がりません。いくら事務のほうが頑張って

も収入にならないわけで。ですから、その辺はお互いに経営意識

をちゃんと医師にも持ってもらうというふうなことでは、町長も

たまに顔を出して意識を持ってもらうように働きかけをお願い

したいと思います。 

今のこのままでいきますと、昨年並の収入確保はできるという

ふうな事務長の説明ですけれども、私は結構、一般会計そういう

ふうなその他の会計から繰り入れが新規な部分で入っています

から、本来の営業活動、営業収益とそれから医業費用でペイでき

れば、私は経営は最高だと思いますけれども、そこまでいってい

ないなというふうな思いがあります。ですから、事務長には四半

期ごとの実績をもって年間部分をちゃんと町長のほうにも報告

しながら対応してもらったら、いろいろな意味で全体的に病院の

経営についてはサポートできると思います。ですので、今の説明

も、松林議員が心配するように今、第１四半期で、このままいっ

たら第２、第３、２、３、４で赤字になるんじゃないかというふ

うな危惧するわけですから、その辺を少し状況精査をして議会の

ほうにも随時報告をいただきますようにお願いします。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１０４－ 

 

 馬場副議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（山崎悠治君） 

それでは、お答えいたします。 

大変失礼いたしました。先ほど一番下の部分ということで２０

万掛ける６月の１２０万が今回の補正ということで申し上げま

したけれども、これは誤りでありまして、当初予算に盛っていた

のは３００万であります。今年の３月の末に弘大の２年生の方か

ら前に補正予算で予算をとった経緯もありますが、申し込みをし

ていて借り入れの手続はしていなかった方が３月に急遽借り入

れしたいということで申請がありました。申請書等を精査した結

果、貸し付けを決定して４月から貸し付けをしております。それ

で４月からが１人と今回１０月から借り入れしたいという自治

医科大の学生、この２人となりますので、２４０万と１２０万の

３６０万を今回、追加補正という形になります。 

それから、医業収益の関係のご心配されているのは非常にあり

がたい話でございますが、状況等につきましては、先生も含めた

病院経営懇談会、町長、副町長も含めまして、あとは看護師長な

んかも含めまして会議を持っておりますので、この前８月２９日

にも会議を持ちました。それで経営の状況等を説明してお互いに

認識を同じにしているところでございますが、これまで以上に経

費の状況等を精査したものを町長に報告して経営を把握してい

ただいて先生方と一緒に赤字が出ないような健全経営に持って

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 馬場副議長 ３番、平野議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

経営については細心の注意を持って当たっていただきたい。 

最後に１点。今、５４ページで弘大、それから自治医科大、こ

の先生方は卒業すると、その病院のほうに勤務するというふう

な、奨学金を利用して卒業した場合、病院のほうで勤務されると

いうふうなことになりますか。３名が随時病院のほうに入れば医

師の充足率もぐっと高まるし、その効果というのはすごい大きい

なと私は思いますけれども、この辺最後にお聞かせください。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１０５－ 

 馬場副議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（山崎悠治君） 

それでは、お答えいたします。 

医師の修学資金の貸し付けに当たりましては申請書をいただ

いているわけなんですけれども、その添付書類の中には学業成績

の証明書、それから健康診断の結果とか、そのほかに借り入れを

希望するに当たっての当院に対する勤務するかどうか、その小論

文ではないんですけれども、これからおいらせ病院に勤務するた

めの抱負を書いたものをいただいております。それによります

と、さすがに医学生でございますので、いろいろないい意見を述

べられております。それらを参考にして貸し付けておりますの

で、将来的には当病院に勤務していただけるものと思っておりま

す。 

もう１つ条件といたしましては、貸し付けに当たっては医師に

なってから、学校を卒業して２年以内に医師になってから１０年

以内に病院に勤めていただければ奨学金が免除になるというこ

とになっております。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 ほかに質疑ございませんか。 

１番、髙坂議員。 

 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

５４ページでお尋ねをします。 

自分が理解する上で確認をしたくて質問するわけですが、ここ

の長期貸付金、この上に既決予定額というのと補正予定額という

のがあるんですが、この補正予定額というのは補正額として理解

していいんですか。 

先ほど事務長が話すには、当初３００万の予算があり、今回３

６０万の補正額だという言い方でした。けれども、この資料を見

ると、今回の補正額が６６０万で内訳が右側にある４名の方だと

思っていましたので、その辺どうなのか、お答えをいただきたい

と思います。 

 

 馬場副議長 病院事務長。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１０６－ 

答弁 病院事務長 

（山崎悠治君） 

それでは、お答えいたします。 

ここの５４ページの資本費のほうに持っていきましたのは、ま

ず収益的収支のほうから、そちらのほうの３００万を減額して新

たにこちらのほうに……。 

それでは５１ページをごらんになっていただきたいと思いま

す。 

こちらのほうでは先ほども説明しましたけれども、こういう貸

付金等は資本的支出に計上しなさいということになりましたの

で、こちらを減額して新たに資本費のほうの５４ページのほうに

項を設けまして、それで長期貸付費を計上したものでありますの

で、当初既決予定額としてはゼロ、今回補正予定額として６６０

万を計上したということになります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場副議長 よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第５６号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

  ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場副議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場副議長 これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

あす１０日は議案熟考のため休会とし、あさって１１日は午前

１０時から予算特別委員会を開き、付託された議案の審査をお願

いいたします。 

 

散会宣告 馬場副議長 本日はこれで散会いたします。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１０７－ 

 

  （散会時刻 午後４時３６分） 

 

  修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 

お疲れ様でした。 

 
 


